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第１号議案 

 

令和６年度群馬県一般会計予算 

 

令和６年度群馬県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８１,６００,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（県債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる県債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表県債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 

３００,０００,０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれら経費の各項の間の流用 

 (2) 第１６款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれら経費の

各項の間の流用 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

 

－ 7 －



1 県 税 260,000,000

1 県 民 税 76,696,580

2 事 業 税 68,673,069

3 地 方 消 費 税 51,599,979

4 不 動 産 取 得 税 6,443,979

5 県 た ば こ 税 2,318,769

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 1,060,398

7 軽 油 引 取 税 16,993,559

8 自 動 車 税 36,195,268

9 鉱 区 税 2,118

10 狩 猟 税 15,904

11 旧 法 に よ る 税 377

2 地 方 消 費 税 清 算 金 98,512,095

1 地 方 消 費 税 清 算 金 98,512,095

3 地 方 譲 与 税 37,300,000

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 34,434,000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,297,000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 69,000

4 自 動 車 重 量 譲 与 税 374,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 126,000

4 地 方 特 例 交 付 金 7,000,000

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）
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1 地 方 特 例 交 付 金 7,000,000

5 地 方 交 付 税 140,400,000

1 地 方 交 付 税 140,400,000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 800,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 800,000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,737,881

1 分 担 金 199,291

2 負 担 金 3,538,590

8 使 用 料 及 び 手 数 料 11,595,705

1 使 用 料 7,932,659

2 手 数 料 3,663,046

9 国 庫 支 出 金 84,417,897

1 国 庫 負 担 金 53,478,726

2 国 庫 補 助 金 30,116,323

3 委 託 金 822,848

10 財 産 収 入 949,487

1 財 産 運 用 収 入 339,220

2 財 産 売 払 収 入 610,267

11 寄 附 金 676,273

1 寄 附 金 676,273

12 繰 入 金 74,787,343

1 特 別 会 計 繰 入 金 3,455,294

2 基 金 繰 入 金 71,332,049

款 項 金　　額　（千円）
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13 繰 越 金 10,000

1 繰 越 金 10,000

14 諸 収 入 13,899,319

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 等 238,966

2 預 金 利 子 19

3 貸 付 金 元 利 収 入 5,390,078

4 受 託 事 業 収 入 595,759

5 収 益 事 業 収 入 4,519,000

6 雑 入 3,155,497

15 県 債 47,514,000

1 県 債 47,514,000

781,600,000歳　入　合　計

款 項 金　　額　（千円）
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1 議 会 費 1,530,478

1 議 会 費 1,530,478

2 知 事 戦 略 費 11,029,659

1 知 事 戦 略 管 理 費 1,074,070

2 メ デ ィ ア プ ロ モ ー シ ョ ン 費 1,152,326

3 デジタルトランスフォーメーション費 2,686,122

4 グリーンイノベーション推進費 4,290,796

5 交 通 イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 費 1,489,721

6 地 域 外 交 費 336,624

3 総 務 費 30,799,259

1 総 務 管 理 費 16,420,476

2 徴 税 費 9,629,219

3 市 町 村 振 興 費 1,180,995

4 選 挙 費 64,189

5 統 計 費 407,259

6 危 機 管 理 費 1,859,843

7 消 防 保 安 費 921,430

8 人 事 委 員 会 費 146,199

9 監 査 委 員 費 169,649

4 地 域 創 生 費 7,821,198

1 地 域 創 生 費 1,001,723

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）
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2 ぐんま暮らし・外国人活躍推進費 560,906

3 文 化 振 興 費 3,105,159

4 文 化 財 保 護 費 337,949

5 ス ポ ー ツ 振 興 費 1,482,965

6 湯けむり国スポ・全スポぐんま準備費 1,332,496

5 生 活 こ ど も 費 43,093,070

1 生 活 こ ど も 費 583,988

2 こ ど も ・ 子 育 て 支 援 費 20,527,246

3 私 学 ・ 青 少 年 費 10,311,359

4 児 童 福 祉 費 11,323,791

5 県 民 活 動 支 援 ・ 広 聴 費 191,094

6 消 費 生 活 費 155,592

6 健 康 福 祉 費 144,341,875

1 健 康 福 祉 費 2,561,715

2 医 務 費 12,028,667

3 感 染 症 ・ 疾 病 対 策 費 20,443,045

4 健 康 長 寿 社 会 づ く り 推 進 費 513,146

5 薬 務 費 324,253

6 国 保 医 療 費 51,941,994

7 食 品 ・ 生 活 衛 生 費 2,972,294

8 地 域 福 祉 費 5,175,461

9 監 査 指 導 費 150,745

10 介 護 高 齢 費 31,800,955

款 項 金　　額　（千円）
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11 障 害 政 策 費 16,429,600

7 環 境 森 林 費 19,514,315

1 環 境 政 策 費 1,885,564

2 環 境 保 全 費 288,800

3 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 費 331,447

4 自 然 環 境 費 3,066,119

5 林 政 費 5,939,183

6 林 業 振 興 費 1,393,085

7 森 林 保 全 費 6,610,117

8 労 働 費 2,155,930

1 労 働 政 策 費 2,050,488

2 労 働 委 員 会 費 105,442

9 農 政 費 22,051,488

1 農 政 費 4,784,421

2 農 業 構 造 政 策 費 2,210,908

3 米 麦 畜 産 費 1,510,006

4 野 菜 花 き 費 3,590,080

5 蚕 糸 特 産 費 1,555,858

6 ぐ ん ま ブ ラ ン ド 推 進 費 584,881

7 農 村 整 備 費 7,815,334

10 産 業 経 済 費 9,793,916

1 産 業 政 策 費 2,282,572

2 未 来 投 資 ・ デ ジ タ ル 産 業 費 530,552

款 項 金　　額　（千円）
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3 地 域 企 業 支 援 費 5,155,285

4 観 光 魅 力 創 出 費 857,868

5 ｅスポーツ・クリエイティブ推進費 967,639

11 県 土 整 備 費 65,867,437

1 土 木 管 理 費 5,219,315

2 道 路 管 理 費 14,674,402

3 道 路 整 備 費 21,707,528

4 河 川 費 7,760,275

5 砂 防 費 5,490,015

6 都 市 計 画 費 516,641

7 都 市 整 備 費 3,278,313

8 下 水 環 境 費 4,108,852

9 建 築 費 73,564

10 住 宅 政 策 費 3,038,532

12 警 察 費 46,334,274

1 警 察 管 理 費 41,525,374

2 警 察 活 動 費 4,808,900

13 教 育 費 166,421,707

1 教 育 総 務 費 26,737,409

2 小 学 校 費 53,775,383

3 中 学 校 費 32,508,380

4 高 等 学 校 費 30,068,944

5 特 別 支 援 学 校 費 15,084,555

款 項 金　　額　（千円）
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6 学 校 建 設 事 業 費 4,952,977

7 社 会 教 育 費 725,778

8 健 康 体 育 費 485,387

9 大 学 費 2,082,894

14 災 害 復 旧 費 3,634,156

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 472,431

2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 3,161,725

15 公 債 費 97,271,891

1 公 債 費 97,271,891

16 諸 支 出 金 109,239,347

1 地 方 消 費 税 清 算 金 49,677,210

2 利 子 割 交 付 金 78,535

3 配 当 割 交 付 金 1,248,563

4 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,221,242

5 法 人 事 業 税 交 付 金 5,369,989

6 地 方 消 費 税 交 付 金 49,655,640

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 752,580

8 環 境 性 能 割 交 付 金 1,235,578

9 利 子 割 精 算 金 10

17 予 備 費 700,000

1 予 備 費 700,000

781,600,000歳　出　合　計

款 項 金　　額　（千円）
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第２表　債務負担行為

ＬＧＷＡＮアクセス回線契約 令 和 7 年 度 719

第５次ＬＧＷＡＮ接続ルータ賃貸借契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

2,875

庁内ネットワーク用プリンタ等リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

115,254

第５次電子申請システム構築運用保守委託契
約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

51,480

県有施設ＬＥＤ照明設備リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 16 年 度 ま で

626,574

地域と共創する脱炭素イノベーション創出事
業委託契約

令 和 7 年 度 7,700

県民駐車場等整理誘導業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

442,783

総務事務集中化業務人材派遣契約 令 和 7 年 度 1,199

地震被害想定調査業務委託契約 令 和 7 年 度 14,724

防災情報システム端末リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

72,700

総合防災情報システム保守業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

173,800

女性相談所調理業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

21,455

中央児童相談所一時保護所調理業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

78,513

児童扶養手当システム標準化対応等委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

77,945

ぐんま学園調理業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

91,965

事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）
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事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）

消費生活協同組合の火災共済事業に対する貸
付契約

令 和 6 年 度 100,000

子ども医療電話相談事業委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

152,130

失業者緊急教育資金融資の保証に対する損失
補償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 18 年 度 ま で

2,000

離職者等再就職訓練事業（複数年度契約）委
託契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

130,306

農地中間管理事業の農地売買等支援事業の融
資に対する損失補償契約

令 和 6 年 度 か ら
損失補償履行日まで

融資元本１８２，０００千円の最終償還期限
（当該貸付金の金額につき繰上償還を請求さ
れた場合にはその支払期日、最終償還期限の
変更があった場合にはその変更後の期日とす
る。）到来後、１０ヶ月の期間満了の日にお
いて、その弁済を受けていない元利金合計額
及び遅延損害金に相当する額

畜産特別支援資金融資に関する利子補給契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 32 年 度 ま で

6,115

農業近代化資金融資に対する利子補給契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 27 年 度 ま で

169,239

中山間地域活性化資金融資に対する利子補給
契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 32 年 度 ま で

13,375

農業経営負担軽減支援資金融資に対する利子
補給契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 22 年 度 ま で

4,981

総合農政利子負担軽減制度における利子補給
（助成）契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

38,131

災害経営資金等の融通についての市町村利子
補給に対する助成

令 和 7 年 度 か ら
令 和 22 年 度 ま で

279

農村地域防災減災事業工事請負契約 令 和 7 年 度 150,000

ＴＵＭＯセンター導入に係る工事請負契約 令 和 7 年 度 61,255

設計積算システム再構築業務委託契約 令 和 7 年 度 30,000

災害情報共有システム運用保守業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

145,280
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事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）

社会資本総合整備（道路管理）工事費用の負
担に関する協定

令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

470,000

社会資本総合整備（道路整備）工事請負契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

3,666,000

道路改築工事請負契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

9,110,000

道路メンテナンス（橋梁）委託契約 令 和 7 年 度 390,000

道路メンテナンス（橋梁）工事請負契約 令 和 7 年 度 1,100,000

社会資本総合整備（河川）工事請負契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

650,000

敷島公園新水泳場整備運営事業契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 25 年 度 ま で

22,485,600

県営住宅維持修繕業務委託契約 令 和 7 年 度 39,930

法令検索システム利用契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

23,777

文書管理システム利用契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

30,439

モバイル勤務環境機器賃借契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

121,310

マイクロソフトライセンス調達契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

363,345

電子計算機等（ＧＰ－ＷＡＮ基幹サーバ等）
賃借契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

2,722,376

住宅地図電子データ賃借契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

89,151

道路地図電子データ賃借契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

5,932

採用時健康診断等委託契約 令 和 7 年 度 14,813
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事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）

定期健康診断等委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

46,306

警察学校における給食提供業務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

33,300

運動能力判定用適性検査装置リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 13 年 度 ま で

19,304

入退出管理システムリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

1,193

高齢者講習等管理システムリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

724

運転者管理システム機器リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

11,696

マイナンバーカード処理用端末等リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

171,346

自動受付機（増設）のリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

29,077

吾妻警察署基本・実施設計業務委託契約 令 和 7 年 度 102,641

モバイル勤務環境機器通信回線利用契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

76,002

車両捜査支援システム通信回線利用契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 13 年 度 ま で

444,614

車両捜査支援システムリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 14 年 度 ま で

1,823,283

銃砲技能講習委託契約 令 和 7 年 度 3,630

交通管制センター（イーサ回線：令和６年度
契約）回線維持契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

73,993

交通管制センター（ＭＶＮＯ回線：令和６年
度契約）回線維持契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

10,645

放置駐車違反処理システム機器リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 12 年 度 ま で

69,125
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事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）

駐車違反確認事務委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

80,000

ドローンによる撮影作図システムリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

2,813

電子採点システムライセンス契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

29,128

Ｗｅｂ出願システム利用契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

173,584

教職員ストレスチェック事業委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 8 年 度 ま で

8,999

ぐんまスクールネットセキュリティ対策シス
テム賃貸借契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

130,831

県立夜間中学校基本ソフトウェアライセンス
契約

令 和 7 年 度 281

校務支援システムリース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

324,379

県立高等学校用パソコン等リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

1,278,263

県立高等学校用パソコン等リース契約（延長
分）

令 和 7 年 度 53,277

県立高等学校基本ソフトウェアライセンス契
約

令 和 7 年 度 31,805

太田特別支援学校スクールバス運行委託契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

440,000

県立特別支援学校用パソコン等リース契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

161,805

県立特別支援学校用パソコン等リース契約
（延長分）

令 和 7 年 度 4,340

県立特別支援学校基本ソフトウェアライセン
ス契約

令 和 7 年 度 13,973
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事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）

県立特別支援学校校務支援システム保守委託
契約

令 和 7 年 度 か ら
令 和 11 年 度 ま で

130,855
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第３表　県　  債

起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

公 共 交 通 整 備 費 86,000 同 同 同

群 馬 会 館 維 持 管 理 費 73,000 同 同 同

県 庁 舎 等 運 営 管 理 費 354,000 同 同 同

財 産 活 用 費 1,032,000 同 同 同

危 機 管 理 ・ 防 災 対 策 推 進 費 201,000 同 同 同

防 災 情 報 通 信 管 理 運 用 費 1,100,000 同 同 同

防 災 ヘ リ 事 故 慰 霊 等 費 98,000 同 同 同

文 化 施 設 整 備 推 進 費 112,000 同 同 同

世 界 遺 産 継 承 推 進 費 146,000 同 同 同

ス ポ ー ツ 施 設 管 理 ・ 整 備 費 29,000 同 同 同

第 83 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・
第 28 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 費

37,000 同 同 同

第 79 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 冬 季 大 会 費 11,000 同 同 同

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 費 11,000 同 同 同

保 育 施 設 支 援 費 15,000 同 同 同

児 童 養 護 施 設 等 対 策 費 14,000 同 同 同

児 童 相 談 費 11,000 同 同 同

ぐ ん ま 学 園 運 営 費 47,000 同 同 同

試 験 検 査 費 15,000 同 同 同

医 務 行 政 推 進 費 8,000 同 同 同

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 費 6,000 同 同 同

食 品 安 全 検 査 総 合 推 進 費 27,000 同 同 同

生 活 保 護 実 施 費 3,000 同 同 同

老 人 福 祉 施 設 対 策 費 145,000 同 同 同

施 設 サ ー ビ ス 費 16,000 同 同 同

狩 猟 の 適 正 化 費 12,000 同 同 同

自 然 公 園 等 整 備 費 634,000 同 同 同

東 京 事 務 所 運 営 費 15,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。
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起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

補 助 公 共 林 道 費 115,000 同 同 同

農 山 漁 村 地 域 整 備 費 （ 林 道 ） 204,000 同 同 同

補 助 公 共 治 山 費 1,396,000 同 同 同

農 山 漁 村 地 域 整 備 費 （ 治 山 ） 656,000 同 同 同

緊 急 治 山 費 20,000 同 同 同

単 独 公 共 治 山 費 1,513,000 同 同 同

産 業 技 術 専 門 校 運 営 費 23,000 同 同 同

浅 間 牧 場 草 地 ・ 施 設 整 備 費 108,000 同 同 同

浅 間 家 畜 育 成 牧 場 職 員 公 舎 整 備 費 31,000 同 同 同

フ ラ ワ ー パ ー ク 改 修 費 1,053,000 同 同 同

農 業 技 術 セ ン タ ー 運 営 費 33,000 同 同 同

鳥 獣 害 防 止 費 200,000 同 同 同

冷 水 性 魚 類 生 産 技 術 研 究 費 14,000 同 同 同

国 営 ・ 機 構 営 事 業 負 担 金 27,000 同 同 同

小 規 模 農 村 整 備 費 140,000 同 同 同

単 独 農 村 整 備 費 66,000 同 同 同

農 山 漁 村 地 域 整 備 費 （ 農 村 整 備 ） 419,000 同 同 同

農 村 地 域 防 災 減 災 費 274,000 同 同 同

土 地 改 良 施 設 突 発 事 故 復 旧 費 7,000 同 同 同

農 業 競 争 力 強 化 基 盤 整 備 費 339,000 同 同 同

農 地 耕 作 条 件 改 善 費 40,000 同 同 同

農 業 水 路 等 長 寿 命 化 ・ 防 災 減 災 費 110,000 同 同 同

産 業 技 術 セ ン タ ー 整 備 費 15,000 同 同 同

繊 維 工 業 試 験 場 整 備 費 3,000 同 同 同

観 光 施 設 等 特 別 維 持 整 備 費 12,000 同 同 同

レ ク リ エ ー シ ョ ン 施 設 管 理 費 1,000 同 同 同

適 正 利 用 推 進 費 90,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。
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起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

ク リ エ イ テ ィ ブ 拠 点 化 費 15,000 同 同 同

単 独 道 路 維 持 修 繕 費 1,840,000 同 同 同

単 独 交 通 安 全 対 策 費 623,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 道 路 管 理 ） 1,614,000 同 同 同

道 路 メ ン テ ナ ン ス 費 （ 道 路 管 理 ） 218,000 同 同 同

無 電 柱 化 推 進 費 （ 道 路 管 理 ） 498,000 同 同 同

国 直 轄 道 路 事 業 負 担 金 2,415,000 同 同 同

単 独 道 路 改 築 費 1,071,000 同 同 同

単 独 橋 り ょ う 予 防 保 全 費 157,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 道 路 整 備 ） 2,903,000 同 同 同

道 路 改 築 費 3,075,000 同 同 同

道 路 メ ン テ ナ ン ス 費 （ 道 路 整 備 ） 939,000 同 同 同

国 直 轄 河 川 事 業 負 担 金 405,000 同 同 同

単 独 河 川 改 修 費 637,000 同 同 同

河 川 維 持 補 修 費 1,204,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 河 川 ） 620,000 同 同 同

緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 費 （ 河 川 ） 202,000 同 同 同

大 規 模 特 定 河 川 費 597,000 同 同 同

河 川 メ ン テ ナ ン ス 費 30,000 同 同 同

ダ ム メ ン テ ナ ン ス 費 126,000 同 同 同

国 直 轄 砂 防 事 業 負 担 金 1,215,000 同 同 同

単 独 砂 防 施 設 費 248,000 同 同 同

単 独 砂 防 維 持 管 理 費 726,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 砂 防 ） 834,000 同 同 同

緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 費 （ 砂 防 ） 255,000 同 同 同

災 害 関 連 緊 急 砂 防 費 9,000 同 同 同

ク リ エ イ テ ィ ブ 推 進 費 105,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。
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起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

砂 防 メ ン テ ナ ン ス 費 90,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 都 市 計 画 ） 37,000 同 同 同

航 空 整 備 費 6,000 同 同 同

単 独 街 路 費 47,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 街 路 ） 208,000 同 同 同

無 電 柱 化 推 進 費 （ 街 路 ） 96,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 新 水 泳 場 ） 164,000 同 同 同

敷 島 公 園 新 水 泳 場 整 備 費 14,000 同 同 同

公 園 施 設 維 持 修 繕 費 44,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 公 園 ） 186,000 同 同 同

社 会 資 本 総 合 整 備 費 （ 住 宅 ） 642,000 同 同 同

警 察 施 設 整 備 費 840,000 同 同 同

交 通 安 全 施 設 整 備 費 819,000 同 同 同

高 等 学 校 施 設 整 備 費 3,006,000 同 同 同

特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 費 897,000 同 同 同

生 涯 学 習 セ ン タ ー 施 設 管 理 費 12,000 同 同 同

施 設 整 備 費 209,000 同 同 同

農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費 2,000 同 同 同

治 山 施 設 災 害 復 旧 費 12,000 同 同 同

土 木 施 設 単 独 災 害 復 旧 費 705,000 同 同 同

土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 費 782,000 同 同 同

国 直 轄 災 害 復 旧 事 業 負 担 金 118,000 同 同 同

臨 時 財 政 対 策 債 4,600,000 同 同 同

計 47,514,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。

事 業 間 連 携 砂 防 費 230,000
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第２号議案 

 

令和６年度群馬県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４３,７２７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 繰 越 金 145,517

1 繰 越 金 145,517

2 諸 収 入 98,210

1 預 金 利 子 3

2 貸 付 金 元 利 収 入 98,195

3 雑 入 12

243,727

1 生 活 こ ど も 費 243,727

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 費 243,727

243,727

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第２表　債務負担行為

母子福祉資金貸付契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

246,768

父子福祉資金貸付契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

32,748

寡婦福祉資金貸付契約 令 和 7 年 度 か ら
令 和 10 年 度 ま で

31,980

事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）
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第３号議案 

 

令和６年度群馬県農業改良資金特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７,７０８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 繰 入 金 193

1 一 般 会 計 繰 入 金 193

2 繰 越 金 6,519

1 繰 越 金 6,519

3 諸 収 入 10,996

1 預 金 利 子 20

2 貸 付 金 元 利 収 入 10,936

3 雑 入 40

17,708

1 農 政 費 6,158

1 農 業 金 融 費 6,158

2 公 債 費 11,550

1 公 債 費 11,550

17,708

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第４号議案 

 

令和６年度群馬県県有模範林施設費特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県県有模範林施設費特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６,６０２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 使 用 料 及 び 手 数 料 6

1 使 用 料 6

2 国 庫 支 出 金 198

1 国 庫 負 担 金 198

3 財 産 収 入 14,330

1 財 産 運 用 収 入 1,230

2 財 産 売 払 収 入 13,100

4 寄 附 金 1,650

1 寄 附 金 1,650

5 繰 入 金 48,200

1 一 般 会 計 繰 入 金 48,200

6 繰 越 金 12,128

1 繰 越 金 12,128

7 諸 収 入 90

1 雑 入 90

76,602

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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1 環 境 森 林 費 48,897

1 林 政 費 48,897

2 公 債 費 27,605

1 公 債 費 27,605

3 予 備 費 100

1 予 備 費 100

76,602

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計
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第５号議案 

 

令和６年度群馬県中小企業高度化資金特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県中小企業高度化資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６４５,９８８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（県債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこと

ができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表県債」

による。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 繰 入 金 118,739

1 一 般 会 計 繰 入 金 118,739

2 繰 越 金 5,094

1 繰 越 金 5,094

3 諸 収 入 47,202

1 貸 付 金 元 利 収 入 47,192

2 雑 入 10

4 県 債 474,953

1 県 債 474,953

645,988

金　　額　（千円）

歳　入　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項
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1 産 業 経 済 費 607,794

1 中 小 企 業 高 度 化 資 金 助 成 費 607,794

2 公 債 費 37,194

1 公 債 費 37,194

3 予 備 費 1,000

1 予 備 費 1,000

645,988

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計
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第２表　県　  債

起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

計 474,953

商 業 集 団 化 等 資 金 貸 付 費 474,953

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。
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第６号議案 

 

令和６年度群馬県用地先行取得特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県用地先行取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８０４,９７９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（県債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこと

ができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表県債」

による。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 繰 入 金 300,000

1 一 般 会 計 繰 入 金 300,000

2 繰 越 金 204,974

1 繰 越 金 204,974

3 諸 収 入 5

1 預 金 利 子 5

4 県 債 300,000

1 県 債 300,000

804,979

1 県 土 整 備 費 800,500

1 土 木 管 理 費 800,500

2 公 債 費 489

1 公 債 費 489

3 予 備 費 3,990

1 予 備 費 3,990

804,979

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第２表　県　  債

起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

計 300,000

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。

用 地 先 行 取 得 費 300,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)
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第７号議案 

 

令和６年度群馬県収入証紙特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県収入証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,１６８,８２４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 証 紙 収 入 5,849,000

1 証 紙 収 入 5,849,000

2 繰 越 金 319,821

1 繰 越 金 319,821

3 諸 収 入 3

1 預 金 利 子 3

6,168,824

1 総 務 費 6,168,824

1 証 紙 管 理 費 6,168,824

6,168,824

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第８号議案 

 

令和６年度群馬県林業改善資金特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４３１,６５７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 使 用 料 及 び 手 数 料 1

1 手 数 料 1

2 繰 入 金 570

1 一 般 会 計 繰 入 金 570

3 繰 越 金 143,718

1 繰 越 金 143,718

4 諸 収 入 287,368

1 預 金 利 子 10

2 貸 付 金 元 利 収 入 197,268

3 雑 入 90,090

431,657

1 環 境 森 林 費 431,557

1 林 業 振 興 費 431,557

2 予 備 費 100

1 予 備 費 100

431,657

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第９号議案 

 

令和６年度群馬県公債管理特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７１,０９０,５０５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（県債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすこと

ができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表県債」

による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 財 産 収 入 940,000

1 財 産 運 用 収 入 940,000

2 繰 入 金 38,486,504

1 一 般 会 計 繰 入 金 25,879,840

2 減 債 基 金 繰 入 金 12,606,664

3 諸 収 入 1

1 預 金 利 子 1

4 県 債 31,664,000

1 県 債 31,664,000

71,090,505

1 公 債 費 71,090,505

1 公 債 費 71,090,505

71,090,505

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第２表　県　  債

起  債  の  目  的 限度額(千円) 起債の方法 利 　率 償 還 の 方 法

計 31,664,000

市 場 公 募 債 借 換 債 31,664,000

普通貸借又は証券発行
（証券発行の場合にお
いて発行価格が額面金
額を下回るときは、そ
れぞれの発行価格差減
額を埋めるために必要
な金額を限度額に加算
した金額を限度額とす
る。）

年 ９.０％
以　　　内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率とする。)

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものとする。
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第１０号議案 

 

令和６年度群馬県中小企業振興資金特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県中小企業振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５２,５４７,６１０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 繰 入 金 3,187,097

1 一 般 会 計 繰 入 金 3,187,097

2 諸 収 入 149,360,513

1 貸 付 金 元 利 収 入 148,981,018

2 雑 入 379,495

152,547,610

1 産 業 経 済 費 152,547,610

1 金 融 対 策 費 152,460,134

2 繰 出 金 87,476

152,547,610

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第２表　債務負担行為

特別小口資金融資の保証に対する損失補償契
約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 16 年 度 ま で

　特別小口資金融資の保証（特別小口保証に
限る）により生じた代位弁済額（元金に相当
する部分に限る）から中小企業信用保険法第
５条の規定により支払われる保険金の額を控
除した額の二分の一に相当する額

小規模企業事業資金融資の保証に対する損失
補償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 16 年 度 ま で

57,000

経営サポート資金融資の保証に対する損失補
償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 18 年 度 ま で

299,000

緊急経営改善資金融資の保証に対する損失補
償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 18 年 度 ま で

16,000

中小企業再生支援資金融資の保証に対する損
失補償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 20 年 度 ま で

5,000

創業者・再チャレンジ支援資金融資の保証に
対する損失補償契約

令 和 6 年 度 か ら
令 和 18 年 度 ま で

20,000

事　　　　　　　　　項 期　　　間 　　　限　　度　　額　（千円）
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第１１号議案 

 

令和６年度群馬県新エネルギー特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県新エネルギー特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,７３５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 財 産 収 入 2,735

1 財 産 売 払 収 入 2,735

2,735

1 知 事 戦 略 費 2,735

1 グ リ ー ン イ ノ ベ ー シ ョ ン 費 2,735

2,735

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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第１２号議案 

 

令和６年度群馬県国民健康保険特別会計予算 

 

  令和６年度群馬県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７３,４６７,３８８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

   

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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1 分 担 金 及 び 負 担 金 112,679,130

1 負 担 金 112,679,130

2 国 庫 支 出 金 47,341,441

1 国 庫 負 担 金 33,731,435

2 国 庫 補 助 金 13,610,006

3 財 産 収 入 241

1 財 産 運 用 収 入 241

4 繰 入 金 11,612,646

1 一 般 会 計 繰 入 金 11,571,631

2 財 政 安 定 化 基 金 繰 入 金 41,015

5 繰 越 金 1,797,640

1 繰 越 金 1,797,640

6 諸 収 入 36,290

1 預 金 利 子 20

2 雑 入 36,270

173,467,388

第１表　歳入歳出予算

　歳　入

款 項 金　　額　（千円）

歳　入　合　計
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1 健 康 福 祉 費 173,457,388

1 国 民 健 康 保 険 運 営 費 173,439,253

2 繰 出 金 18,135

2 予 備 費 10,000

1 予 備 費 10,000

173,467,388

　歳　出

款 項 金　　額　（千円）

歳　出　合　計
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第１３号議案 

 

令和６年度群馬県流域下水道事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和６年度群馬県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 流域関連市町村数及び処理水量 

   流域関連市町村数   11市7町1村 

   年 間 総 処 理 水 量   73,464,923㎥ 

   １日平均処理水量     201,274㎥ 

 (2) 主要な建設改良事業 

  イ 社会資本総合整備事業        3,373,650千円 

  ロ 単独流域下水道建設事業         61,110千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

       収           入 

  第１款 流 域 下 水 道 事 業 収 益 10,753,249千円 

   第１項 営 業 収 益 4,834,678千円 

   第２項 営 業 外 収 益 5,918,571千円 

       支           出 

  第１款 流 域 下 水 道 事 業 費 用 10,684,827千円 

   第１項 営 業 費 用 10,418,315千円 

   第２項 営 業 外 費 用 266,512千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１ ,０２９ ,２５８千円は、過年度分損益勘定留保資金

９６,８１６千円、当年度分損益勘定留保資金８６５,３２３千円及び当年度分消費税及び
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地方消費税資本的収支調整額６７,１１９千円で補てんするものとする。）。 

       収           入 

  第１款 流域下水道事業資本的収入 3,733,760千円 

   第１項 企 業 債 1,141,000千円 

   第２項 国 庫 補 助 金 1,848,639千円 

   第３項 他 会 計 出 資 金 21,148千円 

   第４項 工 事 費 負 担 金 722,973千円 

       支           出 

  第１款 流域下水道事業資本的支出 4,763,018千円 

   第１項 建 設 改 良 費 3,434,760千円 

   第２項 企 業 債 償 還 金 1,328,258千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

事        項 期      間 限 度 額（千円） 

流 域 下 水 道 維 持 管 理 

修 繕 工 事 請 負 契 約 
令 和 ７ 年 度 130,000 

流 域 下 水 道 薬 剤 購 入 契 約 令 和 ７ 年 度 220,000 

社 会 資 本 総 合 整 備 

工 事 請 負 契 約 

令 和 ７ 年 度 か ら 

令 和 ８ 年 度 ま で 
2,578,872 

流 域 下 水 道 事 業 財 務 会 計 

システム構築業務委託契約 
令 和 ７ 年 度 30,000 

起 債 の 目 的 限度額(千円) 起 債 の 方 法 利 率 償還の方法 

 
流 域 下 水 道 事 業 
 
 

 

 
1,141,000 

 
 
 

 

普通貸借又は証券発行 
（証券発行の場合において

発行価格が額面金額を下回

るときは、それぞれの発行

価格差減額を埋めるために

必要な金額を限度額に加算

した金額を限度額とする。） 

 
年9 . 0 % 
以 内 

 

公的資金について

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合には、その債権

者と協定するもの

とする。 
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（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、４,０００,０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 営業外費用の消費税が不足した場合は、営業費用から流用することができる。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費

の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職 員 給 与 費     418,187千円 

（他会計からの補助金） 

第10条 営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

１,５９３,０１４千円である。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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第
十
四
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
。

次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
を
設
置
す
る
。 

２ 

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
業
務
） 

第
二
条 

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

一 

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務 

二 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
業
務 

三 

そ
の
他
女
性
の
福
祉
に
関
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
た
業
務 

（
組
織
の
細
目
等
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
組
織
の
細
目
、
事
務
の
分
掌
等
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
群
馬
県
婦
人
相
談
所
設
置
条
例
の
廃
止
） 

第
二
条 

群
馬
県
婦
人
相
談
所
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
九
号
）
は
、
廃
止

す
る
。 

（
群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
群
馬
県
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
四
条
中
「
婦
人
相
談
所
（
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三

十
四
条
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る

－
 5

9
 －



女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

第
百
十
二
条
第
二
項
中
「
婦
人
相
談
員
（
売
春
防
止
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
婦
人
相
談

員
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
虐
待
か
ら
子
ど
も
の
生
命
と
権
利
を
県
民
全
体
で
守
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

群
馬
県
虐
待
か
ら
子
ど
も
の
生
命
と
権
利
を
県
民
全
体
で
守
る
条
例
（
令
和
三
年
群
馬

県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

群
馬
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

群
馬
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

名
称 

前
橋
市 位

置 

群
馬
県
一
円 

管
轄
区
域 

－
 6

0
 －



第
十
五
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
女
性
自
立
支
援
施
設
設
置
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
。

次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
女
性
自
立
支
援
施
設

を
設
置
す
る
。 

２ 

前
項
の
女
性
自
立
支
援
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
業
務
） 

第
二
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
法
第
二
条
に
規
定
す
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
（
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
が
そ
の
家
族
を
同
伴
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
及
び
そ
の
同
伴
す
る
家
族
）
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の
保
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
心
身
の

健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
を
行
い
、
及
び
そ
の
自
立
の
促
進

の
た
め
に
そ
の
生
活
を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行

う
。 

（
組
織
の
細
目
等
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
組
織
の
細
目
、
事
務
の
分
掌
等
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
群
馬
県
婦
人
保
護
施
設
設
置
条
例
の
廃
止
） 

２ 

群
馬
県
婦
人
保
護
施
設
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
条
例
第
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

別
表
（
第
一
条
関
係
） 

 

三
山
寮 

名
称 

前
橋
市 

位
置 

－
 6

1
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

女
性
自
立
支
援
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 6

2
 －



第
十
六
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
自
立
支
援
施
設
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
二
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
健
全
な
環
境
の
下
で
、
女
性
の
人
権
に
関
す

る
高
い
識
見
と
専
門
性
を
有
す
る
職
員
に
よ
り
、
社
会
に
お
い
て
入
所
者
の
置
か
れ
た
状
況
に

応
じ
た
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
を
含
め
、
適
切
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
基
準
と
女
性
自
立
支
援
施
設
） 

第
三
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び

運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
構
造
設
備
の
一
般
原
則
） 

第
四
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
配
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
日
照
、
採
光
、
換
気
等
入
所
者
の
保

健
衛
生
に
関
す
る
事
項
、
入
所
者
に
対
す
る
危
害
の
防
止
及
び
防
災
に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
運
営
処
遇
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
し
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し

て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
は
、
入
所
者
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
等
に
よ
っ
て
、
差

別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け

－
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る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
非
常
災
害

計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な

訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
安
全
計
画
の
策
定
等
） 

第
七
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
当
該
女
性
自
立
支
援
施

設
の
設
備
の
安
全
点
検
、
職
員
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
、
取
組
等
を
含
め
た
女
性
自
立

支
援
施
設
で
の
生
活
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
指
導
、
職
員
等
の
研
修
及

び
訓
練
そ
の
他
女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
安
全

計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
安
全
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
前
項
の

研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
定
期
的
に
安
全
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
計
画

の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
八
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ

適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
し
、
知
事
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行
う

同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
帳
簿
の
整
備
） 

第
九
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
設
備
、
職
員
、
会
計
及
び
入
所
者
の
支
援
の
状
況
に
関
す
る
帳

簿
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
配
置
の
基
準
） 

第
十
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
の
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
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で
き
る
。 

一 
施
設
長 

一 

二 

入
所
者
の
自
立
支
援
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
職
員 

二
以
上 

三 

栄
養
士
又
は
調
理
員 

一
以
上 

四 

看
護
師
又
は
心
理
療
法
担
当
職
員 

一
以
上 

五 

事
務
員 

一
以
上 

六 

施
設
の
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員 

当
該
女
性
自
立
支
援
施
設
の
実
情

に
応
じ
た
適
当
数 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
女
性
自
立
支
援
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽さ

ん

に
励
み
、
当
該
女
性
自
立
支
援
施
設
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
施
設
長
の
資
格
要
件
） 

第
十
一
条 

施
設
長
は
、
施
設
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
女
性
の
人
権
に
関
す
る
高
い
識
見
と
専
門

性
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

社
会
福
祉
主
事
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
社
会
福
祉
事
業
若
し
く
は
困
難
な
問
題
を
抱
え

る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

心
身
と
も
に
健
全
な
者
で
あ
る
こ
と
。 

（
設
備
の
基
準
） 

第
十
二
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
建
物
（
入
所
者
の
日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
し
な
い
附
属
の
建

物
を
除
く
。
）
は
、
耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二

条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建

築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有

す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の

女
性
自
立
支
援
施
設
の
建
物
で
あ
り
、
か
つ
、
火
災
に
係
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て

い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調

理
室
等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初

期
消
火
及
び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

二 

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お

り
、
円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等

に
よ
り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ

と
、
配
置
人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
務
室 

二 

相
談
室 

三 

宿
直
室 

四 

居
室 

五 

集
会
室
兼
談
話
室 

六 

静
養
室 

七 

医
務
室 

八 

作
業
室 

九 

食
堂 

十 

調
理
室 

十
一 

洗
面
所 

十
二 

浴
室 

十
三 

便
所 

十
四 

洗
濯
室 

十
五 

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備 
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４ 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
居
室 

イ 
入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
等
を
除
き
、
お
お
む
ね
九
・
九
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

主
要
な
出
入
口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ

と
。 

ハ 

寝
具
を
収
納
す
る
た
め
の
押
入
れ
そ
の
他
の
設
備
の
ほ
か
、
各
人
ご
と
に
身
の
回
り
品

を
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
収
納
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
寝
台
を
設
け
て
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
寝
具
を
収
納
す
る
た
め
の
設
備
は
、
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。 

二 

相
談
室 

室
内
に
お
け
る
談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。 

三 

医
務
室 

入
所
者
を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬
品
、
衛
生
材
料
及
び
医
療
機
械
器
具

を
備
え
る
こ
と
。 

四 

食
堂
及
び
調
理
室 

食
器
、
調
理
器
具
等
の
消
毒
そ
の
他
食
堂
及
び
調
理
室
を
常
に
清
潔

に
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

そ
の
他
の
設
備 

イ 

廊
下
、
便
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
常
夜
灯
を
設
け
る
こ
と
。 

ロ 

火
気
を
使
用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る
こ
と
。 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
十
三
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所

者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得

た
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
居
室
の
入
所
定
員
） 

第
十
四
条 

一
の
居
室
の
定
員
は
、
原
則
一
人
と
す
る
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
入
所
の
対
象
と
な
る
者
が
監
護
す
べ
き
児
童
を
同
伴
す
る
場
合
等
、
入

所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
の
居
室
の
定
員
を
二
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
自
立
支
援
等
） 
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第
十
五
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
意
向
及
び
私
生
活
を
十
分
に
尊
重
し
て
、
入
所
者

の
心
身
の
健
康
回
復
及
び
生
活
（
就
労
及
び
就
学
を
含
む
。
）
に
関
す
る
支
援
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
個
の
尊
厳
を
保
ち
、
心
身
の
状
況
、
本
人
の
意
思
、
希
望

及
び
自
立
に
向
け
た
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
施
設
に
お
け
る
基
本
的
な
共
同
生
活
の

考
え
方
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
、
入
所
者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
入

所
者
ご
と
に
個
別
支
援
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
食
事
の
提
供
） 

第
十
六
条 

食
事
は
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
身
体
的
状
況

及
び
嗜し

好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
十
七
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
す

る
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
し
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め

の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継

続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必

要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務

継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

業
務
継
続
計
画
は
、
非
常
災
害
計
画
及
び
安
全
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
保
健
衛
生
） 

第
十
八
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
て
、
毎
年
二
回
以
上
定
期
に
健
康
診
断
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
居
室
そ
の
他
入
所
者
が
常
時
使
用
す
る
設
備
に
つ
い
て
、
常
に
清
潔

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
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つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
、

衛
生
材
料
及
び
医
療
機
械
器
具
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
当
該
女
性
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、

又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
職
員
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防

止
の
た
め
の
研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

第
十
九
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
当
該
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
置
者
が
入
所
者
に
係
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受

け
た
と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
入
所
者
に
係
る
当
該
金
銭
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
運
用
に
よ
り
生
じ

た
収
益
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
所
者
に
係
る
金
銭
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
他

の
財
産
と
区
分
す
る
こ
と
。 

二 

入
所
者
に
係
る
金
銭
を
給
付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
。 

三 

入
所
者
に
係
る
金
銭
の
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
す
る
こ
と
。 

四 

当
該
入
所
者
が
退
所
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
入
所
者
に
係
る
金
銭
を
当
該
入
所
者

に
取
得
さ
せ
る
こ
と
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
二
十
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
女
性
相
談
支
援
員
及
び
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
の
ほ
か
、
福
祉
事
務
所

（
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。
）
、
児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉

施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児

童
福
祉
施
設
を
い
う
。
）
、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
職
業
紹
介
機
関
（
労
働
施
策
の
総
合
的
な

推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
機
関
を
い
う
。
）
、
職
業
訓
練
機
関
、

教
育
機
関
、
都
道
府
県
警
察
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年

法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
、
配
偶
者

暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

－
 6

9
 －



律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
を
い
う
。
）
、
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
母
子
・
父
子
自
立
支

援
員
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
保
護
司
そ
の
他
の
関
係
者
と
密
接
に
連
携
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
一
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ

の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙

そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
又

は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
群
馬
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
廃
止
） 

第
二
条 

群
馬
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
群
馬
県
条
例
第
八
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
施
設
長
の
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
群
馬
県
婦
人
保
護
施
設
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
施
設

長
に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
は
、
第
十
一
条
に
該
当
す
る
者
と
し
て
施
設
長
に
任
用
さ
れ
た
者
と

み
な
す
。 

（
居
室
の
床
面
積
及
び
入
所
定
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
設
置
さ
れ
た
施
設
に
お
け
る
居
室
の
床
面
積
及
び
入
所
定
員
に
つ

い
て
は
、
第
十
二
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

旧
条
例
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

施
設
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

－
 7

0
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

社
会
福
祉
法
の
改
正
に
伴
い
、
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 7

1
 －



第
十
七
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
法
別
表
第
二
の
第
一
欄
」
を
「
法
別
表
の
上
欄
」
に
改
め
、
「
県
の

機
関
」
の
下
に
「
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も

の
」
を
加
え
、
「
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
改
め
、

「
含
む
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
県
の
機
関
」

の
下
に
「
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を

加
え
、
「
法
別
表
第
二
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
同
号
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す

る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
、
「
同
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
県
の
機
関
」
を
「
当
該
機
関
」
に
、
「
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
当
該

特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
県
の
機
関
」
を
「
法
別
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
県
の
機
関
の
う
ち
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

も
の
」
に
、
「
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
、
「
同
表
の

第
三
欄
に
掲
げ
る
県
の
機
関
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で

定
め
る
県
の
機
関
」
に
、
「
に
よ
り
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
に
よ
り
当
該

機
関
が
行
う
特
定
個
人
情
報
」
に
、
「
必
要
な
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
必

要
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
八
の
項
を
削
り
、
同
表
九
の
項
を
同
表
八
の
項
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
十
三
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の

公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

－
 7

2
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

改
正
に
伴
う
改
正
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 7

3
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第
十
八
号
議
案 

  
 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三

項
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

群
馬
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例

第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八

項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

－
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4
 －



第
十
九
号
議
案 

  
 

 

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
改
正
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
警
備
業
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
二
の
項
を
削
り
、
同
表
の
三
の
項
を
同
表
の
二
の
項
と
し
、
同
表
の
四
の
項
を
削

り
、
同
表
の
五
の
項
を
同
表
の
三
の
項
と
し
、
同
表
の
六
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。 

（
群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

群
馬
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
六
の
項
中
「
一
万
二
千
七
百
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

群
馬
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
七
の
項
中
「
六
千
六
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
四
千
六
百
円
」
を
「
五
千
三
百

円
」
に
、
「
三
千
七
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中
「
四
千
七
百
円
」

を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
五
千
七
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
、

「
三
千
八
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

群
馬
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
一
の
項
ロ
中
「
製
造
を
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
移
動
式
製
造
設
備
に
つ
い
て
液
化

石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
あ
っ
て

は
、
六
千
円
）
」
を
加
え
、
同
表
五
の
項
中
「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
」
を
削

－
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る
。 

（
群
馬
県
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

群
馬
県
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

十
四
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
申
請
す
る
者
等
」
を
「
申
請
す
る
者
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
を
申
請
す
る
者
は
、
手
数
料
と

し
て
一
万
二
千
円
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
群
馬
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
廃
止
） 

第
六
条 

群
馬
県
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
九
年
群
馬

県
条
例
第
三
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
同
年
五

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
申
請
を
行
っ
て
い
る
者
の
当
該
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
改
定
等
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
十
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

第
一
条 

群
馬
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
三
十
条
の
八
」
を
「
第
三
十
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
三
十
条
の
四
十
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
条 

群
馬
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
」
を
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性

の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六

号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
又

は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
伴
い
、
戸
籍
の
附
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
附
票
本
人
確
認
情

報
の
保
護
に
関
す
る
審
議
会
に
つ
い
て
定
め
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
十
一
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

群
馬
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 

「 

目
次
中 

 

 

 

                

第
一
条
中
「
第
百
八
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
法
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
受
け
た
文
化
財
以
外
の
文
化
財
で
」
を
削
り
、
「
も
の
の
う
ち
県
に
と
つ
て
重
要
な
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
三
十
条
―
第
三
十
七
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
二
章 

群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財
（
第
四
条
―
第
二
十
二
条
） 

第
三
章 

群
馬
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
九
条
） 

第
四
章 

群
馬
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
・
群
馬
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 

第
五
章 

群
馬
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
二
条
） 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
条
） 

―
第
二
十
二
条
の
十
一
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

―
第
二
十
八
条
） 

―
第
二
十
八
条
の
六
） 

（
第
二
十
九
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条
） 

録
無
形
民
俗
文
化
財
（
第
三
十
六
条
の
二
―
第
三
十
六
条
の
六
） 

民
俗
文
化
財
（
第
三
十
七
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
条
―
第
四
十
二
条
） 

四
十
二
条
の
三
） 

」 

「 

第
二
章 
有
形
文
化
財 

第
一
節 
群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財
（
第
四
条
―
第
二
十 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
有
形
文
化
財
（
第
二
十
二
条
の
二 

第
三
章 

無
形
文
化
財 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
（
第
二
十
三
条 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
無
形
文
化
財
（
第
二
十
八
条
の
二 

第
三
節 

県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
以
外
の
無
形
文
化
財 

第
四
章 

民
俗
文
化
財 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
群
馬 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
群
馬
県
登 

第
三
節 

県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
以
外
の
無
形
の 

第
五
章 

記
念
物 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
（
第
三
十 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
記
念
物
（
第
四
十
二
条
の
二
・
第 

」 

に
改
め
る
。 
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の
」
を
「
文
化
財
」
に
改
め
る
。 

 

「
第
二
章 

群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財
」
を
「
第
二
章 

有
形
文
化
財
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
章
中
第
四
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。 

 
 

 
 

第
一
節 
群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財 

 

第
四
条
第
三
項
中
「
群
馬
県
文
化
財
保
護
審
議
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い 

う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
特
殊
な
」
を
「
特
殊
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
を
」
を
「
規

定
を
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
五
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
節
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
き
損
等
」
を
「
毀
損
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損

し
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
き
損
し
て
い 

る
」
を
「
毀
損
し
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
七
項
中
「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
る
。 

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
有
形
文
化
財 

（
有
形
文
化
財
の
登
録
） 

第
二
十
二
条
の
二 

知
事
は
、
県
の
区
域
内
に
存
す
る
県
指
定
重
要
文
化
財
以
外
の
有
形
文
化
財

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
、
法
第
五
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
の
条
例
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
う
ち
、
そ

の
文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

を
群
馬
県
登
録
有
形
文
化
財
（
以
下
「
県
登
録
有
形
文
化
財
」
と
い
う
。
）
と
し
て
群
馬
県
文

化
財
登
録
原
簿
（
以
下
「
登
録
原
簿
」
と
い
う
。
）
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
す
る
に
は
、
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
登
録
し
よ
う
と
す
る
有

形
文
化
財
の
所
有
者
及
び
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

所
有
者
又
は
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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４ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
す
る
に
は
、
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
に
諮
問
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
有
形
文
化
財

の
所
有
者
及
び
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
に
通
知
し
て
す
る
。 

６ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生

ず
る
。 

７ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者

に
登
録
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
抹
消
） 

第
二
十
二
条
の
三 

県
登
録
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
そ
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
そ
の
他
特
殊
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
抹
消

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
に
は
、
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

県
登
録
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
財
の
指
定
が

あ
つ
た
と
き
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
が
あ
つ
た
と
き
若
し
く
は
法
第
百

八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
く
指
定
が
あ
つ
た
と
き
又
は
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
は
、
抹
消
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
県
登
録
有
形
文

化
財
の
所
有
者
及
び
権
原
に
基
づ
く
占
有
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
二
項
で
準
用
す
る
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
県
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
の
抹
消
の
通
知

を
受
け
た
と
き
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
所
有
者
は
、
速
や
か
に
、

県
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
証
を
知
事
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
） 

第
二
十
二
条
の
四 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
は
、
こ
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
に
従

い
、
県
登
録
有
形
文
化
財
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
は
、
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
適
切
な
管
理
の
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
法
第
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
保
存
活
用
支
援
団
体
そ
の

他
の
適
当
な
者
を
専
ら
自
己
に
代
わ
り
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
の
責
め
に
任
ず
べ
き
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者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
に
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
県
登
録
有
形
文
化
財
に
つ
き
、
所
有
者
が
判
明
し
な
い
場
合
又
は
所
有
者
若
し
く
は
管
理
責
任

者
に
よ
る
管
理
が
著
し
く
困
難
若
し
く
は
不
適
当
で
あ
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

知
事
は
、
適
当
な
市
町
村
そ
の
他
の
法
人
を
、
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
保
存
の
た
め
必
要

な
管
理
（
当
該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
保
存
の
た
め
必
要
な
施
設
、
設
備
そ
の
他
の
物
件
で
当

該
県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
の
所
有
又
は
管
理
に
属
す
る
も
の
の
管
理
を
含
む
。
）
を
行

う
団
体
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
管
理
団
体
」
と
い
う
。
）
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
に
は
、
第
六
条
第
三
項
、
第
七
条
、
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項

ま
で
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
責
任
者
及
び
管
理
団
体
に
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
滅
失
、
毀
損
等
） 

第
二
十
二
条
の
五 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
全
部
又
は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
、
又
は

こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
は
、
所
有
者
（
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
）
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
所
在
の
変
更
） 

第
二
十
二
条
の
六 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
在
の
場
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
有
者

（
管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
知

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
の
定
め
る
場
合
に
は
、
届
出
を
要
せ
ず
、

又
は
所
在
の
場
所
を
変
更
し
た
後
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。 

（
修
理
） 

第
二
十
二
条
の
七 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
修
理
は
、
所
有
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管

理
団
体
が
あ
る
場
合
は
、
管
理
団
体
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

管
理
団
体
が
修
理
を
行
う
場
合
に
は
、
第
八
条
第
五
項
、
第
十
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

（
現
状
変
更
の
届
出
等
） 

第
二
十
二
条
の
八 

県
登
録
有
形
文
化
財
に
関
し
そ
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
維
持
の
措
置
若
し
く
は
非

常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
現
状
変
更
を
内
容
と
す
る

命
令
に
基
づ
く
措
置
を
執
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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２ 
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
維
持
の
措
置
の
範
囲
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

３ 
県
登
録
有
形
文
化
財
の
保
護
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
係
る
県
登
録
有
形
文
化
財
の
現
状
変
更
に
関
し
必
要
な
指
導
、
助
言
又
は
勧
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
公
開
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
） 

第
二
十
二
条
の
九 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
活
用
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
は
、
県

登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
又
は
管
理
団
体
に
対
し
、
県
登
録
有
形
文
化
財
の
公
開
及
び
当
該

公
開
に
係
る
県
登
録
有
形
文
化
財
の
管
理
に
関
し
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
現
状
等
の
報
告
） 

第
二
十
二
条
の
十 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
、

管
理
責
任
者
又
は
管
理
団
体
に
対
し
、
県
登
録
有
形
文
化
財
の
現
状
又
は
管
理
若
し
く
は
修
理

の
状
況
に
つ
き
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
所
有
者
変
更
に
伴
う
登
録
証
の
引
渡
し
） 

第
二
十
二
条
の
十
一 

県
登
録
有
形
文
化
財
の
所
有
者
が
変
更
し
た
と
き
は
、
旧
所
有
者
は
、
当
該

県
登
録
有
形
文
化
財
の
引
渡
し
と
同
時
に
そ
の
登
録
証
を
新
所
有
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

「
第
三
章 

群
馬
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
」
を
「
第
三
章 

無
形
文
化
財
」
に
改
め
る
。 

第
三
章
中
第
二
十
三
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。 

 
 

 
 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財 

第
二
十
四
条
第
七
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
節
及
び
節
名
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
無
形
文
化
財 

（
無
形
文
化
財
の
登
録
） 

第
二
十
八
条
の
二 

知
事
は
、
県
の
区
域
内
に
存
す
る
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
以
外
の
無
形
文
化

財
（
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
、
法
第
七

十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と
し
て

の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
群
馬
県
登
録
無
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形
文
化
財
（
以
下
「
県
登
録
無
形
文
化
財
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登
録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
県
登
録
無
形
文
化
財
の

保
持
者
又
は
保
持
団
体
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
に
は
、
知
事
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
は
、
そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
す

る
と
と
も
に
、
当
該
県
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
認
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
（
保
持
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
に
通
知
し
て
す
る
。 

６ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
後
に
お
い
て
も
、
当
該
県
登
録
無
形
文
化
財
の

保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
に
足
り
る
も
の
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
も
の
を
保
持
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
追
加
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
抹
消
等
） 

第
二
十
八
条
の
三 

県
登
録
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
そ
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
そ
の
他
特
殊
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
そ
の
登
録
を
抹
消

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

保
持
者
が
心
身
の
故
障
の
た
め
保
持
者
と
し
て
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
保

持
団
体
が
そ
の
構
成
員
の
異
動
の
た
め
保
持
団
体
と
し
て
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合
そ
の
他
特
殊
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
そ
の
認
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
解
除
に
は
、
前
条
第
四

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
解
除
は
、
そ
の
旨
を

県
報
で
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
県
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
代
表
者

に
通
知
し
て
す
る
。 

５ 

県
登
録
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
無
形
文
化
財
の
指

定
が
あ
つ
た
と
き
、
法
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
が
あ
つ
た
と
き
若
し
く

は
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
く
指
定
が
あ
つ
た
と
き
又

は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
県
登
録
無
形
文
化
財
の
登

－
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録
は
、
抹
消
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

６ 
前
項
の
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
県
登
録
無
形
文

化
財
の
保
持
者
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
者
又
は
保
持
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
団
体
の

代
表
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

保
持
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
保
持
団
体
が
解
散
し
た
と
き
（
消
滅
し
た
と
き
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
保
持
者
又
は
保
持
団
体
の
認
定
は
解
除
さ

れ
た
も
の
と
し
、
保
持
者
の
全
て
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
保
持
団
体
の
全
て
が
解
散
し
た
と

き
は
、
県
登
録
無
形
文
化
財
の
登
録
は
抹
消
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
知
事
は
、

そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
保
持
者
の
氏
名
変
更
等
） 

第
二
十
八
条
の
四 

保
持
者
が
氏
名
若
し
く
は
住
所
を
変
更
し
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
、
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
保
持
者
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
知

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
持
団
体
が
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
若
し
く
は
代
表
者

を
変
更
し
、
構
成
員
に
異
動
を
生
じ
、
又
は
解
散
し
た
と
き
も
、
代
表
者
（
保
持
団
体
が
解
散

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
代
表
者
で
あ
つ
た
者
）
に
つ
い
て
、
同
様
と
す
る
。 

（
公
開
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
） 

第
二
十
八
条
の
五 

知
事
は
、
県
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
に
対
し
て
は
県
登
録

無
形
文
化
財
の
公
開
に
関
し
て
、
県
登
録
無
形
文
化
財
の
記
録
の
所
有
者
に
対
し
て
は
そ
の
記

録
の
公
開
に
関
し
て
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
保
存
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
） 

第
二
十
八
条
の
六 

知
事
は
、
県
登
録
無
形
文
化
財
の
保
持
者
又
は
保
持
団
体
そ
の
他
そ
の
保
存
に

当
た
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
保
存
の
た
め
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
以
外
の
無
形
文
化
財 

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
削
る
。 

「
第
四
章 

群
馬
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
・
群
馬
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
」
を

「
第
四
章 

民
俗
文
化
財
」
に
改
め
る
。 

第
四
章
中
第
三
十
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。 

 
 

 
 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
群
馬
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 
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第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
節
及
び
節
名
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

群
馬
県
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
群
馬
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財 

（
有
形
の
民
俗
文
化
財
の
登
録
） 

第
三
十
六
条
の
二 
知
事
は
、
県
の
区
域
内
に
存
す
る
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
以
外
の
有
形

の
民
俗
文
化
財
（
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
も
の
、
法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
法
第
百
八
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の
文
化

財
と
し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
群
馬

県
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
（
以
下
「
県
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登
録
原

簿
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

３ 

県
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節
（
第
二
十
二
条
の
二
を
除
く
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
維
持
の

措
置
若
し
く
は
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
現
状
変

更
を
内
容
と
す
る
命
令
に
基
づ
く
措
置
を
執
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
規
則
で
定
め
る
場 

合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
登
録
） 

第
三
十
六
条
の
三 

知
事
は
、
県
の
区
域
内
に
存
す
る
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
以
外
の
無
形

の
民
俗
文
化
財
（
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
も
の
、
法
第
九
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
法
第
百
八
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の

文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を

群
馬
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
（
以
下
「
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登

録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
（
県
報
で

告
示
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
の
抹
消
） 

第
三
十
六
条
の
四 

県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
そ
の
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
を
講
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ず
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
そ
の
他
特
殊
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
そ
の
登
録
を

抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
の
抹
消
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
四

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
の
抹
消
は
、
そ
の
旨
を
県
報
に
告
示

し
て
す
る
。 

４ 

県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き
、
法
第
九
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
が
あ
つ
た
と
き

若
し
く
は
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
く
指
定
が
あ
つ
た

と
き
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
し
た
と

き
は
、
当
該
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
は
、
抹
消
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
場
合
に
は
、
知
事
は
、
そ
の
旨
を
県
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
記
録
の
公
開
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
） 

第
三
十
六
条
の
五 

知
事
は
、
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
記
録
の
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
記
録
の

公
開
に
関
し
て
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
） 

第
三
十
六
条
の
六 

知
事
は
、
県
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
に
当
た
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る

者
に
対
し
、
そ
の
保
存
の
た
め
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
以
外
の
無
形
の
民
俗
文
化
財 

第
三
十
七
条
の
見
出
し
を
削
る
。 

「
第
五
章 

群
馬
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
」
を
「
第
五
章 

記
念
物
」
に
改
め
る
。 

第
五
章
中
第
三
十
八
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。 

 
 

 
 

第
一
節 

群
馬
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物 

 

第
四
十
条
中
「
管
理
責
任
者
」
の
下
に
「
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
所
有
者
が
選
任
す
る
専
ら
自
己
に
代
わ
り
当
該
県
指

定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
管
理
の
責
め
に
任
ず
べ
き
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、

「
管
理
団
体
」
の
下
に
「
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
指
定
す
る
市
町
村
そ
の
他
の
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
五
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 
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第
二
節 

群
馬
県
登
録
記
念
物 

（
記
念
物
の
登
録
） 

第
四
十
二
条
の
二 

知
事
は
、
県
の
区
域
内
に
存
す
る
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
以
外
の
記
念

物
（
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
史
跡
、
名
勝
又
は
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
も
の
、

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
も
の
及
び
法
第
百
八
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と

し
て
の
価
値
に
鑑
み
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
群
馬
県
登

録
記
念
物
（
以
下
「
県
登
録
記
念
物
」
と
い
う
。
）
と
し
て
登
録
原
簿
に
登
録
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

（
準
用
規
定
） 

第
四
十
二
条
の
三 

県
登
録
記
念
物
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
二
条
の
五
、
第
二
十
二
条
の
七
、
第
二
十
二
条
の
八
、
第
二
十
二

条
の
十
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

第
四
十
七
条
中
「
き
棄
し
」
を
「
毀
棄
し
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
八
条
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

県
の
区
域
内
に
存
す
る
文
化
財
に
係
る
登
録
制
度
を
導
入
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
二
十
二
号
議
案 

 
群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
（
平
成
十
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
五
項
中
「
第
三
十
条
の
九
」
を
「
第
三
十
条
の
七
第
四
項
」
に
、
「
第
三
十
条
の
八
」

を
「
第
三
十
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並

び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
十

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 
太 

 
 

 

「
注
」 

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
二
十
三
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬

県
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
第
十
一

章 

医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
七
条
―
第
九
十
条
）
」
を
「
第
十
一
章 

削
除
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「
第
十
五
章 

雑
則
（
第
百
十
三
条
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

第
三
条
中
「
指
導
」
の
下
に
「
又
は
支
援
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
児
童

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
乳
幼
児
の
事
情
に

応
じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼
児
の
意
見
又
は
意
向
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
五
条
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
一
条
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
母
子
の
事
情
に
応

じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
母
子
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
又
は
意
向
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
四
条
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
三
条
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応

じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
六
条
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
七
条
第
三
号
イ
及
び
同
条
第
四
号
中
「
訓
練
室
」
を
「
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号

中
「
肢
体
不
自
由
」
の
下
に
「
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
訓
練
室
及
び
屋
外
訓
練
場
」
を
「
支
援
室
及
び
屋
外
遊
戯

場
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
章 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
（
第
百
十
三 

第
十
六
章 

雑
則
（
第
百
十
九
条
） 

条
―
第
百
十
八
条
） 
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第
六
十
八
条
第
十
四
項
中
「
心
理
指
導
を
」
を
「
心
理
支
援
を
」
に
、
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」

を
「
心
理
担
当
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」
を
「
心
理
担
当
職 

員
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
六
条
第
一
号
中
「
訓
練
室
」
を
「
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
屋
外
訓
練
場
」

を
「
屋
外
遊
戯
場
」
に
、
「
指
導
す
る
」
を
「
支
援
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
七
条
第
六
項
中
「
心
理
指
導
」
を
「
心
理
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

「
第
十
章 

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
十
章 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
設
備
の
基
準
） 

第
八
十
一
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
の
基
準
は
、
発
達
支
援
室
、
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯

場
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
）
、

医
務
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
便
所
、
静
養
室
並
び
に
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備

及
び
備
品
等
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合

に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備
（
医
務
室
を
除
く
。
）
の
基
準
に
加
え
て
、
医
療
法
に
規
定
す

る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
発
達
支
援
室
及
び
遊
戯
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

発
達
支
援
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
十
人
と
し
、
そ
の
面
積
は
、
児
童
一

人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

二 

遊
戯
室
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福

祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
当
該
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
当
該
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
を

通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
を

－
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同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
場
合

に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
員
（
嘱
託
医
を
除
く
。
）
に
加
え
て
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所

と
し
て
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
。
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
」
を
削
り
、｢

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー｣

を｢

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
四
条
中
「
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
十
五
条 

削
除 

 

第
八
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
心
理
学
的
及
び
精
神
医
学
的
診
査
） 

第
八
十
六
条 

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
障
害
児
に
対
し
て
行
う
心
理
学
的
及
び
精
神
医

学
的
診
査
は
、
児
童
の
福
祉
に
有
害
な
実
験
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
十
一
章 

削
除 

第
八
十
七
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で 

削
除 

 

第
九
十
五
条
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応

じ
意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
十
八
条
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
一
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
六
百

二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
三
十
八
号
）
第
十
六

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
条
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
年
齢
、
発
達
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
児
童
の
事
情
に
応
じ

意
見
聴
取
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
意
見
又
は
意
向
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
八
条
中
「
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
章
中
第
百
十
三
条
を
第
百
十
九
条
と
す
る
。 
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第
十
五
章
を
第
十
六
章
と
す
る
。 

 

第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
十
五
章 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー 

（
設
備
の
基
準
） 

第
百
十
三
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
事
務
室
、
相
談
室
等
の
里
親
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ
る

児
童
並
び
に
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
里
親
等
」
と
い 

う
。
）
が
訪
問
で
き
る
設
備
そ
の
他
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
職
員
） 

第
百
十
四
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
里
親
制
度
等
普
及
促
進
担
当
者
、
里
親
等
支
援
員
及
び

里
親
研
修
等
担
当
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

里
親
制
度
等
普
及
促
進
担
当
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里

親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育

の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
（
児
童
福
祉
法
施
行
規

則
第
一
条
の
十
に
規
定
す
る
養
育
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
の

職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童

の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
を
有
す
る
も
の 

三 

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
の
普
及
促
進
及
び
新
た
に
里
親
に
な
る

こ
と
を
希
望
す
る
者
の
開
拓
に
関
し
て
、
知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力

を
有
す
る
と
認
め
る
者 

３ 

里
親
等
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く

は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
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里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点

を
有
す
る
も
の 

三 

里
親
等
へ
の
支
援
の
実
施
に
関
し
て
、
知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能

力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

４ 

里
親
研
修
等
担
当
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く

は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点

を
有
す
る
も
の 

三 

里
親
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
研
修
の
実
施
に
関
し
て
、
知
事
が
前
二
号
に
該

当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

（
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
の
資
格
等
） 

第
百
十
五
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
法
第
十

一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
里
親
支
援
事
業
の
業
務
の
十
分
な
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
里
親

支
援
セ
ン
タ
ー
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二 

里
親
と
し
て
五
年
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
の
養
育
者
等
若
し
く
は
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く

は
児
童
自
立
支
援
施
設
の
職
員
と
し
て
、
児
童
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、

里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要
な
制
度
へ
の
理
解
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点

を
有
す
る
も
の 

三 

知
事
が
前
二
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者 

（
里
親
支
援
） 

第
百
十
六
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
支
援
は
、
里
親
制
度
そ
の
他
の
児
童
の
養
育
に
必
要

な
制
度
の
普
及
促
進
、
新
た
に
里
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
開
拓
、
里
親
、
小
規
模
住
居

型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
研
修
の
実
施
、
法
第
二
十

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
委
託
の
推
進
、
里
親
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
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業
に
従
事
す
る
者
、
里
親
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
に
養
育
さ
れ
る
児

童
及
び
里
親
に
な
ろ
う
と
す
る
者
へ
の
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
包
括
的
に
行
う
こ
と
に
よ

り
、
里
親
に
養
育
さ
れ
る
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
最
善
の
利
益

を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
の
質
の
評
価
等
） 

第
百
十
七
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

業
務
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の

結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
百
十
八
条 

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
県
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
及
び
里
親
に
養
育
さ
れ

る
児
童
の
通
学
す
る
学
校
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
福
祉
施
設
、
児
童
委
員
等
関
係
機
関
と
密
接

に
連
携
し
て
、
里
親
等
へ
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附
則
第
十
二
条
中
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
一
部
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

児
童
福
祉
法
（
以
下
「
新
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
八
十
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

一
部
改
正
法
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
児
童
発

達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第

八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
設
置
し
て
い
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
主
と

し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定

す
る
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

－
 9

4
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第
八
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
設
置
し
て
い
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
主
と

し
て
重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定

す
る
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

第
八
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

－
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第
二
十
四
号
議
案 

 
 

 
 

 

群
馬
県
医
療
施
設
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

群
馬
県
医
療
施
設
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県

条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 
 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 
 

 
 「

注
」 

医
療
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
十
五
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群

馬
県
条
例
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

２ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制

を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

３ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状
が
急

変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症

（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指

－
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定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発

生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い

て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、
当

該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
重
要
事
項
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
、
交
付
」
及
び
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
及
び

第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
十
八
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
十
六
号
議
案 

 
群
馬
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群

馬
県
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
協
力
医
療
機
関
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
入
院
治
療
を

必
要
と
す
る
入
所
者
の
た
め
に
」
を
「
入
所
者
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
」
に
、
「
協
力
病

院
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
（
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
協
力
医

療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
病
院
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療
機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体

制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
、

常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
医
師
又
は
協
力

医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
入

所
者
の
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 

第
二
十
五
条
第
二
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状
が
急

変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
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（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症

（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指

定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発

生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
協
力
医
療
機
関
が
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ

い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、
当

該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
養
護
老

人
ホ
ー
ム
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定

め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
二
十
七
号
議
案 

 
群
馬
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四

年
群
馬
県
条
例
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
る
。 

第
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

８ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三

年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
過
疎
地
域
に
所
在
し
、
か
つ
、

入
所
定
員
が
三
十
人
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
八
号
。

以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
（
群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
九
号
）
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
等
」
と
い
う
。
）
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
等
の
医
師
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
医
師
に
よ
り
当
該
指
定
短
期
入
所

生
活
介
護
事
業
所
等
の
利
用
者
の
健
康
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

－
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の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下

「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域

密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指
定
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。

第
四
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
併
設
型
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同 

じ
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所

の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て
は
、

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、
事

務
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
二
中
「
医
師
」
の
下
に
「
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
当
該
医
師
及

び
当
該
協
力
医
療
機
関
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
の
医
師
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
一
年
に
一
回

以
上
、
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
時
等
に
お
け

る
対
応
方
法
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
協
力
医
療
機
関
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
入
院
治
療

を
必
要
と
す
る
入
所
者
の
た
め
に
」
を
「
入
所
者
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
」
に
、
「
協
力

病
院
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
（
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
協
力

医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
病
院
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え

る
。 

た
だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療
機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 
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一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
医
師
又

は
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら

れ
た
入
所
者
の
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

第
二
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状

が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機

関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症

（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指

定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発

生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に

つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、

当
該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章
中
第
三
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

第
三
十
一
条
の
三 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
業
務
の
効

率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る

た
め
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
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確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置

等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等
に
係
る
研
修

を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
二
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
五
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
が
併
設
さ
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
の
医
師
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
医
師
に
よ
り
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
の
利

用
者
の
健
康
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

き
る
。 

 

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の

事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相

談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、

事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
八
条
中
「
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三

十
一
条
の
三
ま
で
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
二
条
中
「
、
第
三
十
一
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
」
に
、
「
第
三
十

一
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
七
条
第
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一
項
（
第
四
十
二
条
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て

お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
十
一
条
の

三
（
第
四
十
二
条
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
三
十
一
条
の
三
中
「
開
催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
、
「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  

－
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第
二
十
八
号
議
案 

 
 

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

 

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

 

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録

 

媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

 

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

 

れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い 

う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二

 

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又

 
 

 

は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者

 
 

 

の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

 
 

 

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
重
要
事
項
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事 

 

項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
、

 

「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ

 
 

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五

－
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号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二 

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

第
二
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用

 
 

 

者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
四
十
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
四
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号

 

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

指
定
訪
問
入
浴
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命

 
 

 

又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て

 
 

 

は
な
ら
な
い
。 

 
 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

 
 

 

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
五
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

第
五
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用

 
 

 

者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
六
十
一
条
た
だ
し
書
及
び
第
百
一
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
百
五
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の 

 

次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

指
定
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は

 
 

 

身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な

 
 

 

ら
な
い
。 

 
 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

 
 

 

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
百
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

第
百
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
百
三
十
三
条
た
だ
し
書
及
び
第
百
四
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
百
五
十
五
条
第
四
項
中
「
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下 

 

「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
身
体
的
拘
束
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七

 

項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

 
 

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

 
 

 

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

 
 

 

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

 
 

 

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

第
百
六
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を

 

検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

 

第
百
六
十
六
条
の
二 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

 
 

業
所
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資

 
 

す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
の

 
 

安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る

 
 

た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催

 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
六
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に

－
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よ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
七
十
四
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た

 
 

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

 
 

 

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

 
 

 

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

 
 

 

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

第
百
七
十
九
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等

 
 

に
係
る
研
修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
八
十
四
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
百
九
十
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除 

 

く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改

 

め
、
「
及
び
入
院
患
者
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と

 

す
る
。 

 
 

第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で

 

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と

 

し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
前 

 

項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
、
「
前
項
に
」
を
「
同
項
に
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
九
十
二
条
中
「
、
診
療
所
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
「
又
は
病
院
の
老
人
性
認
知

 

症
疾
患
療
養
病
棟
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の

 

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
五

 

号
）
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条

 

第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
百
九
十
四
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

－
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0
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６ 

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

 
 

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

 
 

 

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

 
 

 

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

 
 

 

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

第
二
百
二
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病

 

院
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
、
「
療
養
病
床
又
は
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
」
を
「
療
養
病

 

床
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ

 

る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
四
条
中
「
及
び
第
百
六
十
六
条
」
を
「
、
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
六
十
六
条
の
二
」

 

に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
七
条
第
一
項
中
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
」
を
「
介
護
老
人
保

 

健
施
設
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
」
に
、
「
次
の
と
お
り
と
す
る
」

 

を
「
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型

 

介
護
老
人
保
健
施
設
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号

 

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
九
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

 

ま
で
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

 

に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に 

 
 

関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

一 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、
ユ 

 
 

 

ニ
ッ
ト
及
び
浴
室
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

二 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ

ッ
ト
、
廊
下
、
機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

－
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1
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イ 

ユ
ニ
ッ
ト 

 
 

 
 

⑴ 

病
室 

 
 

 
 

 
 

一
の
病
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
へ
の
指
定
短
期
入 

 
 

 
 

 
 

所
療
養
介
護
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 
 

 
 

 
 

こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同 

 
 

 
 

 
 

生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者 

 
 

 
 

 
 

の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ 

 

 
 

 
 

 
 

し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る 

 
 

 
 

 
 

こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 

共
同
生
活
室 

 
 

 
 

 
 

共
同
生
活
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト 

 
 

 
 

 
 

の
利
用
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い 

 
 

 
 

 
 

形
状
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属
す 

 
 

 
 

 
 

る
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者
の
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備
え
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑶ 

洗
面
設
備 

 
 

 
 

 
 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑷ 

便
所 

 
 

 
 

 
 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
身
体
の
不
自
由
な
者
が 

 
 

 
 

 
 

使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

ロ 

廊
下
幅 

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・
七 

 
 

 
 

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 
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ハ 

機
能
訓
練
室 

内
法
に
よ
る
測
定
で
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
床
面
積
を
有
し
、
必 

 
 

 
 

要
な
器
械
及
び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。 

 
 

 

ニ 
浴
室 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介 

 
 

 

護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定 

 
 

 

短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

四 

第
二
号
イ
⑵
の
共
同
生
活
室
は
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十 

 
 

 

号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
堂
と
み
な
す
。 

 
 

五 

前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定 

 
 

 

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を 

 
 

 

設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

 

３ 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の 

 
 

設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

一 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、 

 
 

 

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
浴
室
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

二 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ 

 
 

 

ニ
ッ
ト
、
廊
下
、
機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な 

 
 

 

ら
な
い
。 

 
 

 
 

 

イ 

ユ
ニ
ッ
ト 

 
 

 
 

⑴ 

病
室 

 
 

 
 

 
 

一
の
病
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
へ
の
指
定
短
期
入 

 
 

 
 

 
 

所
療
養
介
護
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 
 

 
 

 
 

こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同 

 
 

 
 

 
 

生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者 

 
 

 
 

 
 

の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と 

 
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ 

 
 

 
 

 
 

し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る 

－
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こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑵ 
共
同
生
活
室 

 
 

 
 

 
 

共
同
生
活
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト 

 
 

 
 

 
 

の
利
用
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い 

 
 

 
 

 
 

形
状
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属
す 

 
 

 
 

 
 

る
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者
の
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備
え
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑶ 

洗
面
設
備 

 
 

 
 

 
 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

⑷ 

便
所 

 
 

 
 

 
 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
身
体
の
不
自
由
な
者
が 

 
 

 
 

 
 

使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

ロ 

廊
下
幅 

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・
七 

 
 

 
 

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

ハ 

機
能
訓
練
室 

機
能
訓
練
を
行
う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を
有
し
、
必
要
な
器
械
及
び
器 

 
 

 
 

具
を
備
え
る
こ
と
。 

 
 

 

ニ 

浴
室 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介 

 
 

 

護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定 

 
 

 

短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

四 

第
二
号
イ
⑵
の
共
同
生
活
室
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す 

 
 

 

る
同
令
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
堂
と
み
な
す
。 

 
 

五 

前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指 

 
 

 

定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備 

 
 

 

を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

－
 1

1
3
 －



 
４ 

介
護
医
療
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準 

 
 

は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護 

 
 

医
療
院
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
二
百
九
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た

 
 

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

 
 

 

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

 
 

 

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

 
 

 

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

第
二
百
十
四
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等 

 
 

に
係
る
研
修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
十
五
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。 

 
 

第
二
百
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

９ 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
二
項 

 
 

第
二
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・ 

 
 

九
」
と
す
る
。 

 
 

一 

第
二
百
三
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
委
員
会
に
お
い

 
 

 

て
、
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

 
 

 

め
の
取
組
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
行
い
、
及
び
当
該
事
項
の 

 
 

 

実
施
を
定
期
的
に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

イ 

利
用
者
の
安
全
及
び
ケ
ア
の
質
の
確
保 

 
 

 

ロ 

特
定
施
設
従
業
者
の
負
担
軽
減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮 

 
 

 

ハ 

緊
急
時
の
体
制
整
備 

 
 

 

ニ 

業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号
に
お
い
て 

 
 

 
 

「
介
護
機
器
」
と
い
う
。
）
の
定
期
的
な
点
検 

－
 1

1
4
 －



 
 

 

ホ 

特
定
施
設
従
業
者
に
対
す
る
研
修 

 
 

二 
介
護
機
器
を
複
数
種
類
活
用
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

三 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、 

 
 

 

特
定
施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役
割
分
担
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

四 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
取
組 

 
 

 

に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ 

 
 

 

る
こ
と
。 

 
 

第
二
百
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
百
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
口
腔
衛
生
の
管
理
） 

 

第
二
百
二
十
八
条
の
二 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
口
腔
の
健
康

 
 

の
保
持
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔
衛
生
の
管
理
体
制

 
 

を
整
備
し
、
各
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

 
 

な
い
。 

 
 

第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定

 
 

め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う 

 
 

 

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

二 

当
該
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お

 
 

 

い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 

３ 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間

 
 

で
、
利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の 

 
 

名
称
等
を
、
当
該
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
知
事
に
届 

 
 

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

 
 

る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二

 
 

種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の

－
 1

1
5
 －



 
 

間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第

 
 

八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お

 
 

い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機

 
 

関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の

 
 

発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機

 
 

関
に
入
院
し
た
後
に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

 
 

て
は
、
再
び
当
該
指
定
特
定
施
設
に
速
や
か
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ

 
 

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

 

に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
三
十
七
条
中
「
及
び
第
百
五
十
九
条
」
を
「
、
第
百
五
十
九
条
及
び
第
百
六
十
六
条
の

 

二
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
四
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

 

に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
百
五
十
条
第
一
項
中
「
介
護
保
険
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二 

 

号
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
百
五
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
百
五
十
五
条
第
六
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第

 

四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

六 

指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命

 
 

 

又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て

 
 

 

は
な
ら
な
い
。 

 
 

七 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

 
 

 

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
五
十
五
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第

 

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

－
 1

1
6
 －



 
 

二 

法
第
八
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
福
祉
用
具
及
び
同
条
第
十
三

 
 

 
項
に
規
定
す
る
特
定
福
祉
用
具
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
福
祉
用
具
（
以
下
「
対
象
福
祉
用

 
 

 

具
」
と
い
う
。
）
に
係
る
指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
指
定
福

 
 

 

祉
用
具
貸
与
又
は
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
十

 
 

 

分
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
利
用
者
の
当
該
選
択
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と

 
 

 

と
も
に
、
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原

 
 

 

案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

 
 

 

サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
第
二
百
七
十
三
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
担
当
者
そ
の
他
の

 
 

 

関
係
者
の
意
見
及
び
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
提
案
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
内
容
等
」
を
「
内
容
、
福
祉
用
具
貸
与
計
画
の
実
施
状
況
の
把

 

握
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
時
期
等
」
に
改
め
、
同
条

 

第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
福
祉
用
具
貸
与
計
画
の
作
成
後
、
当
該
福
祉
用

 

具
貸
与
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
を
行
い
」
を
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
踏
ま
え
」
に
改
め
、

 

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
は
、
福
祉
用
具
貸
与
計
画
の
作
成
後
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
も
の

 
 

と
す
る
。
た
だ
し
、
対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
福

 
 

祉
用
具
貸
与
計
画
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
開
始
時
か
ら
六
月
以
内
に
少
な
く
と
も
一
回
モ

 
 

ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
そ
の
継
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

６ 

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
記
録
し
、
当
該
記
録
を
サ
ー
ビ
ス
の

 
 

提
供
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
報
告
し
な
け
れ

 
 

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
重
要
事
項
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要

 

事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」

 

に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

 

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な

 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項

 

第
六
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

－
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第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

 

第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

 

第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

 

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

第
二
百
五
十
五
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の

 
 

 

利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
二
百
六
十
三
条
中
「
第
百
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と 

 

あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
同
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、

 

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福

 

祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
百
六
十
五
条
中
「
第
百
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と

 

あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
同
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、

 

「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は 

 

「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
百
六
十
八
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
百
七
十
三
条
第
四
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
号
の

 

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
等
か

 
 

 

ら
の
要
請
等
に
応
じ
て
、
販
売
し
た
福
祉
用
具
の
使
用
状
況
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
と
と

 
 

 

も
に
、
必
要
な
場
合
は
、
使
用
方
法
の
指
導
、
修
理
等
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

六 

指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の

 
 

 

生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を 

 
 

 

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

七 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

 
 

 

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
百
七
十
三
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
指

 
 

 

定
福
祉
用
具
貸
与
又
は
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い

 
 

 

て
十
分
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
利
用
者
の
当
該
選
択
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す

－
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る
と
と
も
に
、
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

 
 

 
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
及
び
利

 
 

 

用
者
の
身
体
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
提
案
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
二
百
七
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
は
、
対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当

 
 

た
っ
て
は
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
計
画
の
作
成
後
、
当
該
特
定
福
祉
用
具
販
売
計
画
に
記
載
し

 
 

た
目
標
の
達
成
状
況
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項

 

第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

 

第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

 

第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

 

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

第
二
百
七
十
三
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の

 
 

 

利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
二
百
七
十
六
条
中
「
第
百
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と

 

あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
同
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、

 

「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福

 

祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

 

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

 

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
条 

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

 

る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
七
十
二
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三

 

号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又

 
 

 

は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は

 
 

 

な
ら
な
い
。 

－
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四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
七
十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七 

 

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六 

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五 

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四 

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

第
七
十
二
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利

 
 

 

用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
八
十
一
条
第
三
項
中
「
第
八
十
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、 

 

「
、
第
一
項
」
を
「
、
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次 

 

の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

 
 

四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護

 
 

医
療
院
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並

 
 

び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
一
号
。
以
下

 
 

「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
又
は
群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、

 
 

施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
十

 
 

七
号
。
以
下
「
介
護
医
療
院
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基

 
 

準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と

 
 

が
で
き
る
。 

 

第
八
十
五
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三

 

号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利

 
 

 

用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘

 
 

 

束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
十
六
条
第
五
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

－
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同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 
医
師
及
び
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

 
 

受
け
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
退
院
し
た
利
用
者
に
係
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作

 
 

成
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
医
療
機
関
が
作
成
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
等
に
よ 

 

り
、
当
該
利
用
者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
情
報
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
八
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

第
八
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利

 
 

 

用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
九
十
五
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号
ず

 

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

四 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等

 
 

 

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を

 
 

 

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

五 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
九
十
五
条
第
二
項
第
七
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号
ず

 

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等

 
 

 

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を

 
 

 

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
十
五
条
第
三
項
第
四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

 

項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等

－
 1

2
1
 －



 
 

 

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
を

 
 

 
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四 
前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
九
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二

 

号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一

 

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

第
九
十
五
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身

 
 

 

体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得

 
 

 

な
い
理
由
の
記
録 

 
 

第
百
三
十
七
条
第
四
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改

 

め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

 
 

四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護 

 
 

医
療
院
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
第
四
条
又
は
介
護
医
療
院 

 
 

基
準
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
項
に
規
定

 
 

す
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
四
十
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二

 

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利

 
 

 

用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘

 
 

 

束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

 
 

 

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
一
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

 

同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次

 

の
一
項
を
加
え
る
。 

－
 1

2
2
 －



４ 

医
師
等
の
従
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
退
院
し
た

 
 

利
用
者
に
係
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
医
療
機
関
が

 
 

作
成
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
等
に
よ
り
、
当
該
利
用
者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ 

 

ー
シ
ョ
ン
の
情
報
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項

 

第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

 

第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

 

第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

 

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

第
百
四
十
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利

 
 

 

用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備

 

並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
一
号
）
」
を

 

「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、 

 

施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
十
七 

号
）
」
を
「
介
護
医
療
院
基
準
条
例
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め 

 

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
群
馬
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
虐
待
の
防
止
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

 

ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
条
第
三
項
（
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養

 

管
理
指
導
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
条
の
二
（
第
九
十
八
条
に

 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講

 

じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
し
、
改
正
後
の
第
九
十

 

六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
虐
待
の
防
止
の
た
め

－
 1

2
3
 －



 
の
措
置
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
次
に
」
と
、

 
「
重
要
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
重
要
事
項
（
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を

 

除
く
。
）
」
と
す
る
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
十
二
条
の
二
（
第
九

 

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第

 

三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ 

 

ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け

 

れ
ば
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

 

と
す
る
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

 

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

 
 

を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第

 
 

二
号
及
び
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
六
年
六
月
一
日 

 

三 

第
一
条
中
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
三
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

 
 

項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
（
以
下
「
新
条 

 

例
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
五
条
第
六
項
（
第
百
八
十
一
条
の
三
及
び
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
十
四
条
第
八
項
、
第
百
九
十
四
条
第
六
項
及
び
第
二
百

九
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
、
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

－
 1

2
4
 －



討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 
施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
百
六
十
六
条
の
二
（
第
百
八
十

一
条
、
第
百
八
十
一
条
の
三
、
第
百
八
十
八
条
、
第
二
百
四
条
及
び
第
二
百
三
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
百
六
十
六
条
の
二
中
「
開

催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
口
腔く

う

衛
生
の
管
理
に
係
る
経
過
措
置
） 

４ 

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
二
百
二
十
八
条
の
二
の
規
定
の 

 

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」 

 

と
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 
 「

注
」 

厚
生
省
令
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

    

－
 1

2
5
 －



第
二
十
九
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
十
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を

「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」

を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同

項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

－
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二 

第
五
十
九
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る

行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
五
十
九
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三

号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三 

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用

者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘

束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
七
条
第
一
号
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
担
当
職
員
」
の
下

に
「
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
」
を
、
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

を
い
う
。
」
の
下
に
「
第
二
百
五
十
一
条
第
四
号
及
び
第
二
百
六
十
五
条
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
二
十
五
条
第
三
項
中
「
口
腔
機
能
」
を
「
口
腔く

う

機
能
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下

「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
身
体
的
拘
束
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

第
百
四
十
条
第
二
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
担
当
職
員
が
」
を
「
担

－
 1

2
7
 －



当
職
員
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
が
、
」
に
、
「
前
項
各
号
」
を
「
同

項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策

を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

第
百
四
十
一
条
の
二 

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の

他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員

の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
八
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施

設
の
管
理
等
に
係
る
研
修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
六
十
八
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
百
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に

改
め
、
「
及
び
入
院
患
者
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四

号
と
す
る
。 

 

第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三

号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」

を
「
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
、
「
前
項
に
」
を
「
同
項
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
六
条
中
「
、
診
療
所
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
「
又
は
病
院
の
老
人
性
認

知
症
疾
患
療
養
病
棟
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年

政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
を
い
う
。
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以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
第
百
七
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

第
百
八
十
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
診
療
所
又
は
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る

病
院
」
を
「
又
は
診
療
所
」
に
、
「
療
養
病
床
又
は
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
」
を
「
療

養
病
床
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
二
条
中
「
及
び
第
百
四
十
一
条
」
を
「
、
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
四
十
一
条
の

二
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
第
一
項
中
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
」
を

「
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
」
に
、

「
次
の
と
お
り
と
す
る
」
を
「
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施

設
及
び
設
備
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と

と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

設
備
」
を
「
第
二
百
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
設
備
」
に
、
「
前
項
」
を

「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

２ 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
浴
室
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
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業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
廊
下
、
機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 
ユ
ニ
ッ
ト 

⑴ 

病
室 

 

一
の
病
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
へ
の
指
定
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
共

同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利

用
者
の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。 

 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

⑵ 

共
同
生
活
室 

 

共
同
生
活
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ

ト
の
利
用
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
形
状
を
有
す
る
こ
と
。 

 

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属

す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者
の
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。 

 

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備
え
る
こ
と
。 

⑶ 

洗
面
設
備 

 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑷ 

便
所 

 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
身
体
の
不
自
由
な
者

が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

－
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3
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ロ 

廊
下
幅 

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・

七
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ハ 
機
能
訓
練
室 

内
法
に
よ
る
測
定
で
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
床
面
積
を
有
し
、

必
要
な
器
械
及
び
器
具
を
備
え
る
こ
と
。 

ニ 

浴
室 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者

に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

四 

第
二
号
イ
⑵
の
共
同
生
活
室
は
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五

十
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
堂
と
み
な
す
。 

五 

前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て

必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事

業
所
の
設
備
に
関
す
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
浴
室
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
廊
下
、
機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

ユ
ニ
ッ
ト 

⑴ 

病
室 

 

一
の
病
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
利
用
者
へ
の
指
定
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二
人
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の
共

同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利

用
者
の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い

－
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も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
。 

 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

⑵ 

共
同
生
活
室 

 

共
同
生
活
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ

ト
の
利
用
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
形
状
を
有
す
る
こ
と
。 

 

一
の
共
同
生
活
室
の
床
面
積
は
、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活
室
が
属

す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
者
の
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。 

 

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備
え
る
こ
と
。 

⑶ 

洗
面
設
備 

 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

⑷ 

便
所 

 

病
室
ご
と
に
設
け
る
こ
と
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
こ
と
。 

 

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
身
体
の
不
自
由
な
者

が
使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

廊
下
幅 

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・

七
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ハ 

機
能
訓
練
室 

機
能
訓
練
を
行
う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を
有
し
、
必
要
な
器
械
及
び

器
具
を
備
え
る
こ
と
。 

ニ 

浴
室 

身
体
の
不
自
由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
は
、
専
ら
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者

に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

四 

第
二
号
イ
⑵
の
共
同
生
活
室
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
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す
る
同
令
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
食
堂
と
み
な
す
。 

五 
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し

て
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。 

４ 

介
護
医
療
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
設
備
に

関
す
る
基
準
は
、
法
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
及
び
設
備
（
ユ

ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
百
九
十
五
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施

設
の
管
理
等
に
係
る
研
修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
九
十
六
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。 

 

第
二
百
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
二

項
第
二
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
、

「
〇
・
九
」
と
す
る
。 

一 

第
二
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
委
員
会
に
お
い

て
、
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
の
取
組
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
行
い
、
及
び
当
該
事

項
の
実
施
を
定
期
的
に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

利
用
者
の
安
全
及
び
ケ
ア
の
質
の
確
保 

ロ 

介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
の
負
担
軽
減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮 

ハ 

緊
急
時
の
体
制
整
備 

ニ 

業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号
に
お
い
て

「
介
護
機
器
」
と
い
う
。
）
の
定
期
的
な
点
検 

ホ 

介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
に
対
す
る
研
修 

二 

介
護
機
器
を
複
数
種
類
活
用
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役
割
分
担
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

四 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
取

－
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組
に
よ
り
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。 

 

第
二
百
五
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
口
腔
衛
生
の
管
理
） 

第
二
百
十
一
条
の
二 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
の
口

腔
の
健
康
の
保
持
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔
衛
生

の
管
理
体
制
を
整
備
し
、
各
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理
を
計
画
的
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
十
五
条
第
二
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医

療
機
関
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行

う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療

機
関
と
の
間
で
、
利
用
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協

力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
に
係

る
指
定
を
行
っ
た
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の

患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に

規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」

と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染

症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
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指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、

新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の

他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、
当
該
利
用
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
に
速
や
か
に
入
居
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
十
七
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定

に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
八
条
中
「
第
五
十
五
条
の
二
の
二
、
第
五
十
五
条
の
四
」
の
下
に
「
か
ら
第
五
十

五
条
の
八
ま
で
、
第
五
十
五
条
の
十
」
を
加
え
、
「
（
第
五
十
五
条
の
九
第
二
項
を
除 

く
。
）
」
を
削
り
、
「
及
び
第
百
四
十
条
の
二
」
を
「
、
第
百
四
十
条
の
二
及
び
第
百
四
十
一

条
の
二
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
二
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規

定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
五
条
中
「
第
五
十
五
条
の
四
か
ら
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
か
ら
第
五
十
五
条

の
八
ま
で
、
第
五
十
五
条
の
十
か
ら
」
に
改
め
、
「
（
第
五
十
五
条
の
九
第
二
項
を
除 

く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
二
百
十
二
条
ま
で
」
を
「
第
二
百
十
一
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
保
険
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百

十
二
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
四
十
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」

を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
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項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ 

る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に

よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

第
二
百
五
十
一
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際

の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
二
百
五
十
一
条
第
七
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

八 

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用

者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘

束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

九 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
五
十
一
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

法
第
八
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
福
祉
用
具
及
び
同
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
福
祉
用
具
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
福
祉
用
具
（
以
下
「
対
象

福
祉
用
具
」
と
い
う
。
）
に
係
る
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
が
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
又
は
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
い

ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
利
用
者
の
当
該
選

択
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
及
び
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、

提
案
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
期
間
等
」
を
「
期
間
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
計
画
の
実

施
状
況
の
把
握
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
を
行
う
時
期
等
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
計
画
の
実
施
状
況
の
把
握
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
」
を
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
に
改
め
、
同
項
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に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
計
画
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
開
始
時
か
ら
六
月
以
内
に
少
な

く
と
も
一
回
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
そ
の
継
続
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

第
二
百
五
十
七
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ 

る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

第
二
百
六
十
五
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際

の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
二
百
六
十
五
条
第
五
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

六 

対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
等
か
ら
の
要
請
等
に
応
じ
て
、
販
売
し
た
福
祉
用
具
の
使
用
状
況
を
確
認
す
る
よ

う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
は
、
使
用
方
法
の
指
導
、
修
理
等
を
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

七 

指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体

的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

八 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
六
十
五
条
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
が
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
又
は
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
い

ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、
利
用
者
の
当
該
選

択
に
当
た
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
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士
、
言
語
聴
覚
士
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
及
び
利
用
者
の
身
体
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、

提
案
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
百
六
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

福
祉
用
具
専
門
相
談
員
は
、
対
象
福
祉
用
具
に
係
る
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
計
画
の
作
成
後
、
当
該
特
定
介
護

予
防
福
祉
用
具
販
売
計
画
に
記
載
し
た
目
標
の
達
成
状
況
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報

処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
条 

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
七
十
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第

七
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項

第
六
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

第
七
十
七
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利

用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
七
十
七
条
第
十
五
号
中
「
及
び
第
十
号
」
を
「
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

八 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

九 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
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の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
七
十
八
条
第
四
項
中
「
前
条
第
十
五
号
」
を
「
前
条
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
第
三
項
中
「
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
員
」
を
「
第
八
十
一
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
人
員
」
に
、
「
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
」
を
「
前
三
項
に
規

定
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
が
法
第
百
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に

よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指

定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
で
あ
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
一
号
。
第
百
十
八
条
第
四
項
及
び

第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
又
は
群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
十
七
号
。
第
百
十
八
条
第
四
項
及
び
第
百
七
十

五
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す

る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し
て
い

る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第

五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

第
八
十
七
条
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の

利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
八
十
七
条
第
十
四
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七

号
と
し
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第

九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十 

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又

は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

－
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身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

十
一 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用

者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
十
七
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

医
師
及
び
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
受
け
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
退
院
し
た
利
用
者
に
係
る
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
医
療
機
関
が
作
成
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
計
画
書
等
に
よ
り
、
当
該
利
用
者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
情
報
を
把
握

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同

項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

第
九
十
六
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
身

体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
九
十
六
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と

し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体

的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
十
六
条
第
二
項
第
七
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

－
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三 

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体

的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
九
十
六
条
第
三
項
第
四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

三 

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体

的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

四 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
十
八
条
第
四
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
が
法
第
百
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に

よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指

定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
で
あ
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
第
四
条
又
は
介
護
医
療
院
基
準
条
例
第
四
条
に
規

定
す
る
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
し

て
い
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項

第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同

項
第
四
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
第
三
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

第
百
二
十
六
条
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際

の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録 

 

第
百
二
十
六
条
第
十
三
号
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十

六
号
と
し
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
号
を
同
条

－
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第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十 
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又

は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

十
一 

前
号
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用

者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
二
十
六
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

医
師
等
の
従
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
た
医
療
機
関
か
ら
退
院
し

た
利
用
者
に
係
る
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
医
療
機
関
が
作
成
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
等
に
よ
り
、
当
該
利
用

者
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
情
報
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備

並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
一
号
）
」

を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人

員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例

第
十
七
号
）
」
を
「
介
護
医
療
院
基
準
条
例
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
群
馬
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
虐
待
の
防
止
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
条
第
三
項
（
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

－
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居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
五
条
の
十
の
二

（
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
し
、

改
正
後
の
第
九
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
虐

待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
る
と
と

も
に
、
次
に
」
と
、
「
重
要
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
重
要
事
項
（
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
五
十
五
条
の
二
の
二

（
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
第
五
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
中
群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
、
第
百
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
の
改

正
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
六
年
六
月
一
日 

三 

第
一
条
中
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
五
十
五
条
の
四
に
一
項
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
二
百
四
十
七
条
第
三
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定 

令
和
七
年
四
月
一
日 

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

－
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の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
（
以
下
「
新

条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
五
条
の
三
及
び
第
百

七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
七
十
八
条
第
三
項
（
第
百
九
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
百
四
十
一
条
の
二
（
第
百
六
十

条
、
第
百
六
十
五
条
の
三
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百
八
十
二
条
（
第
百
九
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
百
四
十
一
条
の
二
中
「
開
催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、

「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
口
腔く

う

衛
生
の
管
理
に
係
る
経
過
措
置
） 

４ 

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
二
百
十
一
条
の
二
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」

と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
等
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
三
十
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
十
項
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和

三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
過
疎
地
域
に
所
在
し
、
か

つ
、
入
所
定
員
が
三
十
人
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
群
馬
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
八
号
。

次
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所
（
群
馬
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
九
号
）
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
の
医
師
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
医
師
に
よ
り
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
の
利
用
者
の
健
康
管
理
が
適
切
に

行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所

介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密

着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
又
は
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

11 12 

－
 1

4
5
 －



る
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
併
設

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
）
の

事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相

談
員
、
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活

相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用

者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い

う
。
）
又
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
百
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い

う
。
）
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
支
援
専
門

員
に
つ
い
て
は
、
当
該
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
に
よ
り
当
該
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
二
中
「
医
師
」
の
下
に
「
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
当
該
医
師
及
び

当
該
協
力
医
療
機
関
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前
項
の
医
師
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
一
年
に
一

回
以
上
、
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
時
等
に
お

け
る
対
応
方
法
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
協
力
医
療
機
関
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
入
院
治
療
を
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必
要
と
す
る
入
所
者
の
た
め
に
」
を
「
入
所
者
の
病
状
の
急
変
等
に
備
え
る
た
め
」
に
、
「
協
力
病

院
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
（
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
協
力
医

療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
病
院
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療
機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行

う
体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
医
師

又
は
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め

ら
れ
た
入
所
者
の
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

 

第
三
十
四
条
第
二
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病

状
が
急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
指
定
を
行
っ
た
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染

症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後

に
、
当
該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

－
 1
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第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」
を
「
協
力
医
療
機
関
」
に
改
め
、
「
重
要
事
項
」
の
下
に

「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

３ 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

第
四
十
一
条
の
三 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
業
務

の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を

図
る
た
め
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電

話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ 

る
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等
に
係
る
研

修
を
受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
第
二
号
及
び

第
五
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
十
四
条
第

－
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4
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一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
十
一
条
の

三
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
第
四
十
一
条
の
三
中
「
開
催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ 

ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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4
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第
三
十
一
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
六
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

病
院 

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
） 

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」
を
「
協
力
医
療
機
関
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
協
力
医
療
機
関
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」

を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
（
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機

関
に
あ
っ
て
は
、
病
院
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療
機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体

制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
医
師
又
は

協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ

た
入
所
者
の
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

－
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第
三
十
四
条
第
二
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状
が

急
変
し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
介
護

老
人
保
健
施
設
に
係
る
許
可
を
行
っ
た
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症

（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指

定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発

生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ

い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、

当
該
入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
介
護

老
人
保
健
施
設
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」
を
「
協
力
医
療
機
関
」
に
改
め
、
「
重
要
事
項
」
の
下

に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

３ 

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

第
四
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

第
四
十
条
の
三 

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
た
め
、

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び

職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用

－
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し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ

る
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
二
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等
に
係
る
研
修
を

受
講
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
六
条
中
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
八
年
法
律
第

八
十
三
号
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
第
二
号
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
十
四
条
第

一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す

る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
十
条
の
三

（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
第
四
十
条
の
三
中
「
開
催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ 

ば
」
と
す
る
。 

  

－
 1

5
2
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

－
 1

5
3
 －



第
三
十
二
号
議
案 

 
 

 
 

 

群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基

 
 

 

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
第
五
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」
を
「
協
力
医
療
機
関
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
協
力
医
療
機
関
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
協
力
病 

院
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
（
第
三
号
の
要
件
を
満
た
す
協
力
医

療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
病
院
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
及
び
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
複
数
の
医
療
機
関
を
協
力
医
療
機
関
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
当
該
各
号
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

一 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う

体
制
を
、
常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

当
該
介
護
医
療
院
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
、

常
時
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
当
該
介
護
医
療
院
の
医
師
又
は
協
力
医

療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
医
師
が
診
療
を
行
い
、
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
入
所

者
の
入
院
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。 

第
三
十
四
条
第
二
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

介
護
医
療
院
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状
が
急
変

－
 1

5
4
 －



し
た
場
合
等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
当
該
介
護
医
療

院
に
係
る
許
可
を
行
っ
た
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

介
護
医
療
院
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次

項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条

第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染

症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等

の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

介
護
医
療
院
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協

議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

介
護
医
療
院
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、
当
該

入
所
者
の
病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
介
護
医
療

院
に
速
や
か
に
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
協
力
病
院
」
を
「
協
力
医
療
機
関
」
に
改
め
、
「
重
要
事
項
」
の
下

に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
に
規
定
す
る
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

介
護
医
療
院
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

第
四
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を

検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
） 

第
四
十
条
の
三 

介
護
医
療
院
は
、
当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
そ
の
他
の
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取
組
の
促
進
を
図
る
た
め
、
当
該
介
護
医

療
院
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に

資
す
る
方
策
を
検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含

む
。
）
を
定
期
的
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
二
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

－
 1

5
5
 －



５ 
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
管
理
者
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
管
理
等
に
係
る
研
修
を
受
講
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
項
第
二
号
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
三
十
四
条
第

一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す

る
。 

（
入
所
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
方
策
を
検

討
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
四
十
条
の
三

（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
第
四
十
条
の
三
中
「
開
催
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
開
催
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ 

ば
」
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 
 「

注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 1

5
6
 －



第
三
十
三
号
議
案 

  
 

 

精
神
保
健
指
定
医
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

  

精
神
保
健
指
定
医
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
群
馬
県
条
例
第
五

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
（
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含 

む
。
）
」
を
「
若
し
く
は
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
法
第
四
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
又
は
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 
一 

太 
 
 

 

「
注
」 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
精
神
保
健
指
定
医
の

報
酬
の
支
給
対
象
と
な
る
職
務
を
追
加
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 1

5
7
 －



第
三
十
四
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
条
例
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
使
用

料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

生
活
介
護
及
び
施
設
入
所
支
援
に
関
す
る
業
務
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
三
十
五
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

削
除
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
九
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
八
項
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
十
一
号
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所

支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
、
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
型
児
童
発
達

支
援
の
事
業
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児

通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支

援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定
障

害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援

事
業
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
五
条
中
「
指
導
及
び
訓
練
」
を
「
支
援
を
し
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
治
療
（
上
肢
、
下
肢
又
は

体
幹
の
機
能
の
障
害
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
二
項
に
掲
げ
る
従
業
者
の
ほ
か
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
治
療
を
行
う
場

第
三
章 

医
療
型
児
童
発
達
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針
（
第
六
十
二
条
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
六
十
三
条
・
第
六
十
四
条
） 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
六
十
五
条
） 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
六
十
六
条
―
第
七
十
一
条
） 

を 
「
第
三
章 

 

目
次
中 

－
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合
に
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
と
さ

 

れ
る
数
の
従
業
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項

中
「
、
第
四
項
第
一
号
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
一
項
か
ら
第

五
項
ま
で
（
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
」
を
「
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
及
び
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

第
三
項
に
規
定
す
る
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る 

 

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
障
害
児
の
保
護 

 

に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
を
除
き
、
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
さ
せ 

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
第
九
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
」
を
「
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
以
外

の
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導
訓
練

室
は
、
訓
練
」
を
「
発
達
支
援
室
は
、
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
」
を
削
り
、
「
及
び
便
所
」
を
「
、
便
所
、
静
養
室
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、

同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、

同
項
第
一
号
中
「
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
治
療
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
設
備 

 

（
医
務
室
を
除
く
。
）
に
加
え
て
、
医
療
法
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け
な 

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
場
合
は
」
の
下
に

「
、
第
二
項
に
掲
げ
る
設
備
を
除
き
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
の
下
に
「
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用
基
準
額
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加

－
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え
る
。 

 

一 
次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
費
用 

 
 

基
準
額 

 

 

二 

治
療
を
行
う
場
合 

前
号
に
掲
げ
る
額
の
ほ
か
、
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
う
ち
肢
体
不

 
 

自
由
児
通
所
医
療
（
食
事
療
養
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条

 
 

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に

 
 

つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額 

 

 

第
二
十
五
条
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
障
害
児
通
所
給
付
費
」
の
下
に
「
又
は
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
」

を
加
え
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
指
定
児
童
発
達
支
援
の
取
扱

方
針
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
前
項
の
評
価
及
び
改
善
の
内
容
を
」
を
「
自
己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
並
び
に
前
項
に

規
定
す
る
改
善
の
内
容
を
、
保
護
者
に
示
す
と
と
も
に
、
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中
「
事
項
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
従
業
者
に
よ
る
評

価
を
受
け
た
上
で
」
を
、
「
自
ら
評
価
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
己
評
価
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
保
護
者
に
よ
る
評
価
」
を
「
通
所
給
付
決
定
保
護
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
評
価
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
護
者
評
価
」
と
い 

う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た 

 

指
定
児
童
発
達
支
援
（
治
療
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

の
確
保
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
質
の
評
価
及
び
そ
の
改
善
の
適
切
な
実 

 

施
の
観
点
か
ら
、
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
領
域 

 

を
含
む
総
合
的
な
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と 

 

が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
た
め
の 

－
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配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
七
条
の
二 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
ご
と
に
指
定
児 

 

童
発
達
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
明
確
に
し
た
指
定
児

 

童
発
達
支
援
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。
）
を
策
定
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

 

の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
障
害
児
の
地
域
社
会
へ
の
参
加
及
び
包
摂
の
推
進
） 

第
二
十
七
条
の
三 

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
が
指
定
児
童
発
達
支
援
を
利
用
す
る 

 

こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
保
育
、
教
育
等
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、 

 

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
児
童
が
共
に
成
長
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
の
地
域
社
会
へ 

 

の
参
加
及
び
包
摂
（
以
下
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら 

 

な
い
。 

 

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
行
い
、
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
障
害
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に

応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も
に
健
や

か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
課
題
、
」
の
下
に
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に

規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
を
加
え
、
同
条
第
五

項
中
「
当
た
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て

考
慮
さ
れ
る
体
制
を
確
保
し
た
上
で
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
通
所
給
付
決
定
保
護
者
」
の
下

に
「
及
び
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
て
指
定
障
害
児
相
談
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二
十

六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
提
供
す
る
者
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生 

 

活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を 

 

で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
指
導
、
訓
練
等
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
若
し
く
は
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
」
を
「
、
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し

く
は
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
費
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
中
「
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
保
護
者
」
を
「
通
所
給
付
決
定
保
護
者
」
に
改
め
る
。 

－
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第
四
十
三
条
中
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
の
下
に
「
（
治
療
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。 

 

第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を
「
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
指
導
訓
練
」
を
「
発
達
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導
訓 

練
」
を
「
発
達
支
援
」
に
、
「
、
訓
練
」
を
「
、
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
三
章 

削
除 

第
六
十
二
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で 
削
除 

 

第
七
十
二
条
中
「
必
要
な
訓
練
」
を
「
必
要
な
支
援
」
に
、
「
指
導
及
び
訓
練
」
を
「
支
援
」
に

改
め
る
。 

 

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
指
導
訓
練
室
」
を
「
発
達
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導

訓
練
室
は
、
訓
練
」
を
「
発
達
支
援
室
は
、
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
第
一
項
中
「
指
導
訓
練
」
を
「
発
達
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
指
導
訓
練
」

を
「
発
達
支
援
」
に
、
「
、
訓
練
」
を
「
、
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」
を
「
心
理
担
当
職
員
」
に
、
「
動
作
の
指

導
、
知
識
技
能
の
付
与
」
を
「
動
作
及
び
知
識
技
能
の
習
得
」
に
、
「
必
要
な
訓
練
」
を
「
必
要
な

支
援
」
に
、
「
「
訓
練
等
」
を
「
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
に
、
「
及
び
当
該
障
害
児
の
訓

練
等
」
を
「
並
び
に
当
該
障
害
児
の
支
援
」
に
、
「
対
し
て
訓
練
等
」
を
「
対
し
て
支
援
」
に
改
め

る
。 

 

第
八
十
一
条
の
九
中
「
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除

く
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
」
に
、
「
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
一
条
ま 

で
」
に
、
「
、
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
及
び
第
七
十
条
の
二
」
を
「
及
び
第
五
十
三
条

か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
計
画
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二

十
八
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
を
踏
ま

え
た
」
と
、
第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
十
九
条
中
「
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
」
を
「
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十

七
条
の
三
」
に
、
「
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
、

－
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第
七
十
条
の
二
」
を
削
り
、
「
保
育
所
等
訪
問
支
援
計
画
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
第
六
項

中
「
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
当
該
事
業
所
の
訪
問
支
援
員
が
当
該
障
害
児
に
対
し
て
保
育

所
等
訪
問
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
訪
問
す
る
施
設
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
」
と
い
う
。
）
に
よ
る

評
価
（
以
下
「
訪
問
先
施
設
評
価
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
障
害
児
及
び

そ
の
保
護
者
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
児
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
当
該
訪
問
先
施
設
」
と
、
同
条
第

七
項
中
「
自
己
評
価
及
び
保
護
者
評
価
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
評
価
、
保
護
者
評
価
及
び
訪
問
先
施

設
評
価
」
と
、
「
保
護
者
に
示
す
」
と
あ
る
の
は
「
保
護
者
及
び
訪
問
先
施
設
に
示
す
」
と
、
第
二

十
八
条
第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
領
域
と
の
関
連
性
及
び
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
踏
ま
え
た
」
と
、
同
条
第
五

項
中
「
担
当
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
担
当
者
及
び
当
該
障
害
児
に
係
る
訪
問
先
施
設
の
担
当
者
等
」

と
」
を
、
「
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
」
と
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
行
わ
な
け
れ 

ば
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
十
条
第
一
項
中
「
（
第
三
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
六
十
三
条
」
を
「
（
第
四
項
及

び
第
五
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
第
四
項
中
」
を
「
第
三
項
中
」
に
改
め
、
「
、
同
項
第
一
号
中

「
指
定
児
童
発
達
支
援
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
通
所
支
援
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
指
定
児
童
発
達

支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
と
」
を
削
り
、
「
同
条
第
七
項
中
」
を
「
同
条

第
六
項
中
」
に
、
「
同
条
第
八
項
中
」
を
「
同
条
第
七
項
中
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
事

業
所
（
以
下
「
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
二

項
及
び
第
三
項
中
「
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
多
機
能
型
事
業
所
」
を

「
同
条
第
八
項
中
「
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
多
機
能
型
事
業
所
」

に
改
め
る
。 

 

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
、
第
六
十
六
条
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
六
十
六
条
」
を
削

り
、
「
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達

支
援
の
事
業
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
、
第
六
十
六
条
」
を
削
る
。 

 

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業

者
」
に
改
め
、
「
、
第
七
十
一
条
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者 

等
」
を
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 
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１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
第
一
項
の
改
正
規

定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
一
部
改
正

 

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

 

後
の
児
童
福
祉
法
（
以
下
「
新
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指

 

定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ

 

ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

一
部
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一

 

項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
一
条
の
規
定

 

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
改
正
前
の
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
と 

 

し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て 

 

重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
及 

 

び
第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に 

 

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
改
正
前
の
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
と

 

し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て

 

重
症
心
身
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
一
条

 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

改
正
後
の
第
二
十
七
条
の
二
（
第
五
十
五
条
の
五
、
第
五
十
九
条
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
八

条
の
二
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
七
条
の
二
中

「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

   

－
 1

6
5
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

  

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
三
十
六
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
一
号
中
「
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
二
項
」
を
「
第

二
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
障
害
児
（
十
五
歳
以
上
の
障
害
児
に
限 

る
。
）
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は

社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下
「
移
行
支
援
計

画
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
第
四
十
七
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
心
理
指
導
を
」
を
「
心
理
支
援
を
」
に
、
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」
を

「
心
理
担
当
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
心
理
指
導
担
当
職
員
」
を
「
心
理
担
当
職
員
」
に

改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
訓
練
室
」
を
「
支
援
室
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
訓
練
室
、
屋
外
訓
練
場
」
を
「
支
援
室
、
屋
外
遊
戯
場
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
入
所
支
援
計
画
」
の
下
に
「
及
び
移
行
支
援
計
画
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。 

２ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
で
き
る
限
り
良
好
な
家
庭
的
環
境
に
お
い
て
指

－
 1

6
7
 －



定
入
所
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
た

め
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
行
い
、
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
障

害
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し

て
考
慮
さ
れ
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
当
た
っ
て

は
」
の
下
に
「
、
障
害
児
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
最
善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
体
制

を
確
保
し
た
上
で
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
移
行
支
援
計
画
の
作
成
等
） 

第
二
十
二
条
の
二 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
管
理
者
は
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
に

移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
障
害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
支
援
内
容
の

検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
支
援
内
容
の
検
討
結
果
に
基
づ
き
、
障

害
児
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い

て
支
援
す
る
上
で
必
要
な
取
組
、
当
該
支
援
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
記
載
し
た
移
行
支
援
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
移
行
支
援
計
画
の
作
成
後
、
移
行
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の

把
握
（
障
害
児
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害

児
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
し
、
少
な
く
と
も
六
月
に
一
回
以
上
、
移
行
支
援
計
画

の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
移
行
支
援
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
移
行
支
援
計
画

の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

前
条
第
三
項
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
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第
四
項
に
規
定
す
る
移
行
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
児
が
自
立
し
た
日
常
生

活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
児
及
び
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
意
思

を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
指
導
、
訓
練
等
」
を
「
支
援
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定

医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、

新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の

対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を
「
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
入
所
支
援
計
画
」
の
下
に
「
及
び
移
行
支
援
計
画
」
を
加
え
る
。 

第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
心
理
指
導
」
を
「
心
理
支
援
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
訓
練
室
」
を
「
支
援
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「
屋
外
訓
練
場
」
を
「
屋
外
遊
戯
場
」
に
、
「
指
導
す
る
」
を
「
支
援
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規

定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 
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令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

  

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  

－
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第
三
十
七
号
議
案 

 
 

 
 

 

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 第

一
条 

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
百
四
十
九
条
の
四
」
を
「
第
百
四
十
九
条
の
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
、

同
項
第
十
七
号
中
「
、
指
定
通
所
支
援
基
準
条
例
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
型
児
童

発
達
支
援
の
事
業
」
を
削
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」
に

改
め
る
。 

第
七
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
」
を
「
当
該
指
定
居
宅
介
護
事
業
所
以
外

の
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
重
度
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
中
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、

「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

指
定
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
当
該
居
宅
介
護
計
画
を
」
の
下
に
「
利
用
者
及
び
そ
の
同
居
の
家

族
並
び
に
当
該
利
用
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
に
対
し
て
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一

条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
障
害

児
相
談
支
援
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
十
六

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
行
う
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
総
称
し

て
「
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
、
居
宅
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介
護
計
画
」
を
「
、
第
一
項
の
居
宅
介
護
計
画
の
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重

を
原
則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、

適
切
に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚

生
労
働
大
臣
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
」
を
「
当
該
基
準
該
当
居
宅
介
護
事

業
所
以
外
の
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
九
条
第
二
項
中
「
読
み
替
え
る
」
の
下
に
「
ほ
か
、
重
度
訪
問
介
護
に
係
る
基
準
該

当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
り
、
第
四
十
五
条
中
「
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
」
を
加

え
る
。 

 
 

第
五
十
一
条
第
七
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項

中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
条
第
二
項
中
「
行
い
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意

思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、

「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第

十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及

び
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
利
用
者
」
を
、
「
開
催
し
」
の
下

に
「
、
当
該
利
用
者
の
生
活
に
対
す
る
意
向
等
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
同

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
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し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え

る
場
合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者
の
意
思
及
び
選
好
並

び
に
判
断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
六
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重

を
原
則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、

適
切
に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
中
「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
十
五
条
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
百
四
十
九
条
の
三
」
を
「
第
百
四
十
九
条
の 

四
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
四
十
九
条
の
三
第
四
号
」
を
「
第
百
四
十
九
条
の
四
第

四
号
」
に
改
め
る
。 

第
百
五
条
第
四
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」

に
改
め
る
。 

第
百
六
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２ 

指
定
短
期
入
所
事
業
者
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
十
四
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
百
二
十
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２ 

指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

第
百
二
十
一
条
第
二
項
中
「
当
該
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
計
画
を
」
の
下
に
「
利
用
者
及
び

そ
の
同
居
の
家
族
並
び
に
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
に
」
を
加
え
る
。 

第
百
二
十
三
条
中
「
第
三
十
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
第
四
項
」
を
加
え
る
。 
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第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
中
「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
四
十
九
条
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
四
十
九
条
の
四
を
第
百
四
十
九
条
の
五
と
し
、
第
百
四
十
九
条
の
三
を
第
百
四
十
九
条
の

四
と
し
、
第
百
四
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者

の
基
準
） 

第
百
四
十
九
条
の
三 

共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
事
業
を
行
う
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
事
業
に
関
し

て
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
三

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
専
用
の
部
屋
等
の
面
積
（
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
介

護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

を
い
う
。
）
又
は
介
護
医
療
院
（
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
を
い 

う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
専
用
の
部
屋
等
の
面
積
に
利
用
者
用
に
確
保
さ

れ
て
い
る
食
堂
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
供
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
面
積
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。
第
百
五
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
条
例
第
百
三
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
の
数
と
共
生
型
自
立
訓
練

（
機
能
訓
練
）
の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
で
除
し
て
得
た
面
積
が
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

 
 

二 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
従
業
者
の
員
数
が
、
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
数
を

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
数
及
び
共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

の
利
用
者
の
数
の
合
計
数
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
所
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

三 

共
生
型
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

－
 1

7
4
 －



め
、
指
定
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
そ
の
他
の
関
係
施
設
か
ら
必
要
な
技
術
的
支

援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

第
百
五
十
条
中
「
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
」
の
下
に
「
第
百
五
十
条
の
三
に
規
定

す
る
病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
指
定
通

所
介
護
事
業
者
等
」
の
下
に
「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
」
を
、
「
指
定

通
所
介
護
等
」
の
下
に
「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

「
機
能
訓
練
室
」
の
下
に
「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
専
用
の
部
屋 

等
」
を
、
「
指
定
通
所
介
護
等
」
の
下
に
「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
加
え
、

同
条
第
三
号
中
「
の
従
業
者
」
を
「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
従
業 

者
」
に
、
「
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
が
」
を
「
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
又
は
当

該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
が
」
に
改
め
、
「
指
定
通
所
介
護
等
」
の
下
に

「
又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
加
え
、
「
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
と
し

て
」
を
「
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
又
は
当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所

と
し
て
」
に
改
め
る
。 

第
百
五
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
病
院
又
は
診
療
所
に
お
け
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
自
立
訓
練
）
に
関
す
る
基 

準
） 

第
百
五
十
条
の
三 

地
域
に
お
い
て
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等

に
よ
り
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
障
害
者
に
対
し
て
病
院
又
は
診

療
所
（
以
下
「
病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
に
係
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
病
院
等
基
準
該
当

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
者
が
満
た
す
べ
き
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

一 

病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
行
う
事
業
所
（
次
号
に
お
い
て
「
病
院
等

基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
専
用
の
部
屋
等
の
面
積
を
、

病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
受
け
る
利
用
者
の
数
で
除
し
て
得
た
面
積

が
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

二 

病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
ご
と
に
、
管
理
者
及
び
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
人
員
を
配
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置
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 
イ 

利
用
者
の
数
が
十
人
以
下
の
場
合 

専
ら
当
該
病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓

練
）
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護
職

員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
一
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

ロ 

利
用
者
の
数
が
十
人
を
超
え
る
場
合 

専
ら
当
該
病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能

訓
練
）
の
提
供
に
当
た
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
看
護

職
員
若
し
く
は
介
護
職
員
が
、
利
用
者
の
数
を
十
で
除
し
た
数
以
上
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

三 

病
院
等
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
を
受
け
る
利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
指
定
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
そ
の
他
の
関
係
施
設
か

ら
必
要
な
技
術
的
支
援
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

第
百
五
十
九
条
及
び
第
百
七
十
二
条
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
九
十
条
中
「
第
百
四
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
百
八
十
条
第
六
項
」
を
、
「
第
九
十
四

条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
」
と
」
の
下
に

「
、
第
百
八
十
条
第
六
項
中
「
賃
金
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
工
賃
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八

十
九
条
第
一
項
の
工
賃
」
と
」
を
加
え
る
。 

第
百
九
十
四
条
中
「
第
百
四
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
百
八
十
条
第
六
項
」
を
、
「
第
九
十

四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
」
と
」
の

下
に
「
、
第
百
八
十
条
第
六
項
中
「
賃
金
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
工
賃
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
九
十
三
条
第
一
項
の
工
賃
」
と
」
を
加
え
る
。 

第
百
九
十
四
条
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重

を
原
則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、

適
切
に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
九
十
四
条
の
七
中
「
過
去
三
年
間
に
お
い
て
平
均
一
人
以
上
、
通
常
の
事
業
所
に
新
た

に
障
害
者
を
雇
用
さ
せ
て
い
る
生
活
介
護
等
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
を

「
生
活
介
護
等
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
て
、
過
去
三
年
以
内
に
当
該

事
業
者
の
事
業
所
の
三
人
以
上
の
利
用
者
が
新
た
に
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
た
も
の
又
は

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。 

－
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第
百
九
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

イ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
が
常
勤
で
あ
る
場
合 

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
利
用
者
の

数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
数 

 
 

 
 

⑴ 

利
用
者
の
数
が
六
十
以
下 

一
以
上 

⑵ 

利
用
者
の
数
が
六
十
一
以
上 

一
に
、
利
用
者
の
数
が
六
十
を
超
え
て
六
十
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上 

ロ 

イ
以
外
の
場
合 

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
利
用
者
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
数 

 
 

 
 

⑴ 

利
用
者
の
数
が
三
十
以
下 
一
以
上 

 
 

 
 

⑵ 

利
用
者
の
数
が
三
十
一
以
上 

一
に
、
利
用
者
の
数
が
三
十
を
超
え
て
三
十
又
は
そ

 
 

 
 

 

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上 

第
百
九
十
四
条
の
十
四
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
自
立
生
活
援
助
事
業
者
が
指
定
地
域
移
行
支
援
事
業
者
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地

域
移
行
支
援
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
自
立
生
活
援
助
の

事
業
と
指
定
地
域
移
行
支
援
（
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
指

定
地
域
移
行
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
を
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
し
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
配

置
さ
れ
た
相
談
支
援
専
門
員
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
相
談
支
援
専
門
員
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。 

４ 

指
定
自
立
生
活
援
助
事
業
者
が
指
定
地
域
定
着
支
援
事
業
者
（
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準

第
三
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
定
着
支
援
事
業
者
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ

て
受
け
、
か
つ
、
指
定
自
立
生
活
援
助
の
事
業
と
指
定
地
域
定
着
支
援
（
指
定
地
域
相
談
支

援
基
準
第
一
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
指
定
地
域
定
着
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
を
同
一
の

事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準

－
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第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
地
域
相
談
支
援
基
準
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業

所
に
配
置
さ
れ
た
相
談
支
援
専
門
員
を
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
サ
ー
ビ
ス

管
理
責
任
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
百
九
十
四
条
の
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
九
十
四
条
の
十
七 

削
除 

第
百
九
十
四
条
の
十
八
の
見
出
し
中
「
訪
問
」
を
「
訪
問
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
お
お
む

ね
週
に
一
回
以
上
、
」
を
「
定
期
的
に
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
又
は
テ
レ
ビ
電

話
装
置
等
を
活
用
し
て
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
百
九
十
四
条
の
二
十
中
「
準
用
す
る
次
条
第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、
第
五
十
九
条
第
一
項

中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
四
条
の
二
十
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一 

項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
自
立
生
活
援
助
計
画
」
と
」
を
加
え
、
「
同
条

第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
九
十
五
条
中
「
又
は
食
事
」
を
「
若
し
く
は
食
事
」
に
改
め
、
「
効
果
的
に
」
の
下
に

「
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
、
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
を
希
望
す
る

入
居
者
に
つ
き
当
該
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後
の
定
着
に
関
す
る
相
談
、
住
居
の
確
保

に
係
る
援
助
そ
の
他
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後
の
定
着
に
必

要
な
援
助
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
」
を
加
え
る
。 

第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査

及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審

査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
命
令
」
に
、
「
区
分
省
令
」
を
「
区
分
命
令
」
に
改
め
、
同

号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
区
分
省
令
」
を
「
区
分
命
令
」
に
改
め
る
。 

第
百
九
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
必
要
な
援
助
」
の
下
に
「
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
て

居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
後
の
定
着
に
必
要
な
援
助
」
を
加
え
る
。 

第
百
九
十
八
条
の
五
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三

項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
九
十
八
条
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重

－
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を
原
則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、

適
切
に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
九
十
八
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
百
九
十
八
条
の
七 
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た

っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と

の
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者

及
び
そ
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
共
同
生
活
援
助
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
並
び

に
市
町
村
の
担
当
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行

う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
条
の
十
四
に
お
い
て
「
地
域
連
携
推
進
会
議
」

と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
に
お
い
て
、

事
業
の
運
営
に
係
る
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
地
域
連
携
推
進
会
議
の
開
催
の
ほ
か
、
お
お
む
ね
一
年

に
一
回
以
上
、
当
該
地
域
連
携
推
進
会
議
の
構
成
員
が
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
見
学

す
る
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
第
二
項
の
報
告
、
要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の
記
録
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
記
録
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
が
そ
の
提
供
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助

の
質
に
係
る
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
及
び
当
該
評
価
の
実
施
状
況
の
公
表
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
措
置
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

第
二
百
条
の
四
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定

指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、

新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項

に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

－
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４ 

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時

等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
条
の
五
中
「
、
第
七
十
六
条
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
百
条
の
六
中
「
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
」
を
「
相

談
、
入
浴
、
排
せ
つ
若
し
く
は
食
事
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
又
は
こ
れ
に
併
せ

て
行
わ
れ
る
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後
の
定
着
に
必
要
な
援

助
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
条
の
七
中
「
又
は
食
事
」
を
「
若
し
く
は
食
事
」
に
改
め
、
「
の
援
助
」
の
下
に

「
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後

の
定
着
に
必
要
な
援
助
」
を
加
え
る
。 

第
二
百
条
の
八
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
中
「
区
分
省
令
」
を
「
区
分
命
令
」

に
改
め
る
。 

第
二
百
条
の
十
四
の
見
出
し
を
「
（
地
域
と
の
連
携
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
の
」
の
下
に
「
協
議
会
等
に
お
け
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
一
項

中
「
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
実

施
状
況
等
」
を
「
実
施
状
況
及
び
第
二
項
の
報
告
、
要
望
、
助
言
等
の
内
容
又
は
前
項
の
評
価

の
結
果
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
と
し
て

次
の
五
項
を
加
え
る
。 

 
 

 

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同

生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び

協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共

同
生
活
援
助
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
連
携
推
進
会
議
を
開
催
し
、
お
お
む
ね
一
年
に

一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
に
お
い
て
、
事
業
の
運
営
に
係
る
状
況
を
報
告
す
る
と
と

も
に
、
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
地
域
連
携
推
進
会
議
の
開
催
の

ほ
か
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
当
該
地
域
連
携
推
進
会
議
の
構
成
員
が
日
中
サ
ー
ビ

ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
見
学
す
る
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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４ 

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
は
、
第
二
項
の
報
告
、
要
望
、
助
言

等
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
記
録
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
が
そ
の
提
供
す

る
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指
定
共
同
生
活
援
助
の
質
に
係
る
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
及
び
当

該
評
価
の
実
施
状
況
の
公
表
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
（
次
項

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
二
百
一
条
中
「
、
第
七
十
六
条
」
を
削
る
。 

第
二
百
一
条
の
二
中
「
相
談
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
併
せ

て
行
わ
れ
る
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後
の
定
着
に
必
要
な
援

助
」
を
加
え
る
。 

第
二
百
一
条
の
三
中
「
又
は
食
事
」
を
「
若
し
く
は
食
事
」
に
改
め
、
「
の
援
助
」
の
下
に

「
又
は
こ
れ
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後

の
定
着
に
必
要
な
援
助
」
を
加
え
る
。 

第
二
百
一
条
の
十
二
中
「
、
第
七
十
六
条
」
を
削
る
。 

第
二
百
二
条
第
一
項
中
「
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
指
定
通
所
支
援
基
準
条

例
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
を
削
る
。 

第
二
百
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
中
「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
八
条
た
だ
し
書
中
「
他
の
職
務
」
の
下
に
「
に
従
事
さ
せ
、
又
は
当
該
特
定
基
準
該

当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
」
を
加
え
る
。 

第
二
百
十
条
第
一
項
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
九
条
の
四
」
を
「
第
百
四
十
九
条
の
五
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
に

改
め
る
。 

附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査

及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審

査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
命
令
」
に
、
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 
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第
二
条 

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

   
 

目
次
中
「
第
十
章 

就
労
移
行
支
援
」
を 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
四
章
ま
で
及
び
第
八
章
」
を
「
、
第
四
章
、
第
八
章
、
第
九
章
及

び
第
十
章
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
九
章
の
二 

就
労
選
択
支
援 

 
 

 
 

 

第
一
節 

基
本
方
針 

第
百
六
十
一
条
の
二 

就
労
選
択
支
援
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
就
労

選
択
支
援
」
と
い
う
。
）
の
事
業
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
者
に
つ
き
、
短
期
間
の

生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
及
び
能

力
の
評
価
並
び
に
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
事
項
の
整
理
を
行
い
、
又
は
こ

れ
に
併
せ
て
、
当
該
評
価
及
び
当
該
整
理
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
四

に
規
定
す
る
便
宜
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
供
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準 

（
従
業
者
の
員
数
） 

第
百
六
十
一
条
の
三 

指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
就
労
選
択
支
援

事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業 

所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
就
労
選
択
支
援
員
（
指
定
就
労
選
択
支
援
の
提
供
に
当
た
る

者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
は
、
指
定
就
労
選

 

第
九
章
の
二 

就
労
選
択
支
援 

第
一
節 

基
本
方
針
（
第
百
六
十
一
条
の
二
） 

第
二
節 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
百
六
十
一 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
百
六
十
一 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
六
十
一 

第
十
章 

就
労
移
行
支
援 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

条
の
三
・
第
百
六
十
一
条
の
四
） 

条
の
五
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

条
の
六
―
第
百
六
十
一
条
の
九
） 
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択
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
を
十
五
で
除
し
た
数
以
上
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
利
用
者
の
数
は
、
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
規
に
指
定
を
受
け
る

場
合
は
、
推
定
数
に
よ
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の
就
労
選
択
支
援
員
は
、
専
ら
当
該
指

定
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用

者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
準
用
） 

第
百
六
十
一
条
の
四 

第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

 
 

 
 

 

第
三
節 

設
備
に
関
す
る
基
準 

（
準
用
） 

第
百
六
十
一
条
の
五 

第
八
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

 
 

 
 

 

第
四
節 

運
営
に
関
す
る
基
準 

（
実
施
主
体
） 

第
百
六
十
一
条
の
六 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援

に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
て
、
過
去
三
年
以
内
に
当
該
事
業
者
の
事

業
所
の
三
人
以
上
の
利
用
者
が
新
た
に
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
の
こ
れ

ら
と
同
等
の
障
害
者
に
対
す
る
就
労
支
援
の
経
験
及
び
実
績
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
事

業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
評
価
及
び
整
理
の
実
施
） 

第
百
六
十
一
条
の
七 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
短
期
間
の
生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動

の
機
会
を
通
じ
て
、
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
及
び
能
力
の
評
価
並
び
に
施
行
規
則
第
六

条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
事
項
の
整
理
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い

う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
機
関
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
同
様
の
評
価
及

び
整
理
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
当
該
同
様
の
評
価
及
び

整
理
を
も
っ
て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
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指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
会
議
の
開
催
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結

果
の
作
成
又
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
当

た
り
、
当
該
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
、
当
該
会
議
へ
の

参
加
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
作
成
に
当
た
り
、
利
用
者
及

び
市
町
村
、
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
の
担

当
者
等
を
招
集
し
て
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
開

催
し
、
当
該
利
用
者
の
就
労
に
関
す
る
意
向
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
担
当
者

等
に
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
結

果
に
係
る
情
報
を
利
用
者
及
び
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
の
実
施
） 

第
百
六
十
一
条
の
八 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
、

必
要
に
応
じ
て
公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機

関
と
の
連
絡
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
へ
の

定
期
的
な
参
加
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
訪
問
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
就
労
支
援
に
係

る
社
会
資
源
、
雇
用
に
関
す
る
事
例
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
利
用

者
に
対
し
て
進
路
選
択
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
百
六
十
一
条
の
九 

第
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三

十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
二
条
、

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
（
第
二
項

第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
七
条
、
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
四
条
ま
で
、

第
百
四
十
六
条
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
六
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
一
条
」
と
、
第
二
十
一
条
第
二
項
中

「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
六
条
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第
一
項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
四
十
六
条
第
二
項
」
と
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
次

条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
計
画
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
」

と
あ
る
の
は
「
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
」
と
、
第
七
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中

「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
六
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
に

お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
条
」
と
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
次
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
」
と
、
第
九
十
一
条
中
「
第
九
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
九
十
四
条

第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、

第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者

及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百

七
十
三
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
の
二
第
一

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練
を
受
け
る
者
及
び
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
支
給
決
定
障
害
者
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
三
条
の
九
に
お

い
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
就
労
選
択
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
） 

第
百
七
十
一
条
の
二 

指
定
就
労
移
行
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
計
画
相
談
支

援
を
行
う
者
と
連
携
し
、
定
期
的
に
就
労
選
択
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

第
百
八
十
五
条
中
「
及
び
第
百
七
十
一
条
」
を
「
、
第
百
七
十
一
条
及
び
第
百
七
十
一
条
の

二
」
に
改
め
る
。 

第
百
九
十
条
及
び
第
百
九
十
四
条
中
「
第
百
四
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
百
七
十
一
条
の 

二
」
を
加
え
る
。 

－
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
百
九
十

八
条
の
七
（
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第

二
百
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
百
九
十
八
条
の
七
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
二
百
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
設
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
設

け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
改
正
後
の
第
百
九
十
八
条
の
七
第
四
項
及
び
第
二
百
条
の
十

四
第
四
項
中
「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 
一 

太 
 
 

 
 「

注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
三
十
八
号
議
案 

 
群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し

つ
つ
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期
的
に
確

認
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
又
は
一
般
相
談
支

援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用
者
の
希
望
に
沿

っ
て
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重

及
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
以
外
に
お

け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般
相
談
支

援
事
業
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
及
び
同
号
ハ
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
同
号
ハ
中
「
又
は
作

業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
行
い
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意

思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
地
域
移
行

等
意
向
確
認
担
当
者
（
以
下
「
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
」
と
い
う
。
）
が
把
握
し
た
利

－
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用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
等
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
七
条
第
十
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第

十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
利
用
者
に
対
し
て
指
定
計
画
相
談
支

援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
行
う
者
」
を

加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及

び
当
該
利
用
者
」
を
、
「
担
当
者
等
」
の
下
に
「
（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
を
含
む
。
）
」

を
、
「
開
催
し
」
の
下
に
「
、
当
該
利
用
者
の
生
活
に
対
す
る
意
向
等
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も

に
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場

合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者
の
意
思
及
び
選
好
並
び
に
判

断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
を
原

則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切

に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
二
十
八
条
の
二 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
及

び
そ
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者

並
び
に
市
町
村
の
担
当
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て

行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
連
携
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、

お
お
む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
に
お
い
て
、
事
業
の
運
営
に
係
る
状
況
を

報
告
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

－
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３ 
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
推
進
会
議
の
開
催
の
ほ
か
、
お
お

む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
の
構
成
員
が
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
を
見
学

す
る
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
第
二
項
の
報
告
、
要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
す

る
と
と
も
に
、
当
該
記
録
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
が
そ
の
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

質
に
係
る
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
及
び
当
該
評
価
の
実
施
状
況
の
公
表
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措

置
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
の
選
任
等
） 

第
二
十
八
条
の
三 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向

の
把
握
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
の
利
用
状
況
等
の
把
握
及
び
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
の
定
期
的
な
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
行
う
た
め
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等

に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
は
、
前
項
の
指
針
に
基
づ
き
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
を
実

施
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
際
に
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
に
お
い
て
把
握
又
は
確
認
を
し
た
内

容
を
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
内
容
を
第
二
十
七
条
第
六
項
に
規

定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に
係
る
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
は
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
七

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援

事
業
を
行
う
者
と
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
験
的
な
利
用
に
係
る
支

援
そ
の
他
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染

症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

－
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指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
五
十
八
条 

削
除 

第
六
十
一
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
七
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条

第
七
項
（
同
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
八
条
の

二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
設
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
「
設
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
の
選
任
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
八
条
の

三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
選
任
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
選
任

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
報
告

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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第
三
十
九
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十

四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

目
次
中
「
第
五
章 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
条
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童

発
達
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
」
を
削
り
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第

五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
次
章
か
ら
」
の
下
に
「
第
五
章
ま
で
及
び
第
六
章
か
ら
」
を
加
え
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
七
項
（
同

条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
「
療
養
介
護
計
画
」
を
「
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
療
養
介
護
計
画
」
に
、

「
行
い
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮

し
つ
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、
「
第
九
項
」
を
「
第
十

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項

を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
利
用
者
又
は
障
害
児
の
保

護
者
に
対
し
て
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談

支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定
障
害
児
相
談
支
援
（
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
行
う
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
総
称
し
て

第
五
章 

第
五
章
の 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
（
第
五
十
六
条
―
第
六
十
条
） 

二 

就
労
選
択
支
援
（
第
六
十
条
の
二
―
第
六
十
条
の
八
） 
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「
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第

七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第

七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
利
用
者
」
を
、
「
開
催
し
」
の
下
に

「
、
当
該
利
用
者
の
生
活
に
対
す
る
意
向
等
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す

る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者

の
意
思
及
び
選
好
並
び
に
判
断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
を
原

則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切

に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
中

「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
五
条
及
び
第
六
十
条
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
五
章
の
二 

就
労
選
択
支
援 

（
基
本
方
針
） 

第
六
十
条
の
二 

就
労
選
択
支
援
の
事
業
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
二
に
規
定
す
る
者
に
つ
き
、
短
期
間
の
生

産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
及
び
能
力
の

評
価
並
び
に
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
事
項
の
整
理
を
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併

せ
て
、
当
該
評
価
及
び
当
該
整
理
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
四
に
規
定
す

る
便
宜
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
供
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
規
模
） 

第
六
十
条
の
三 

就
労
選
択
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
就
労
選
択
支
援
事
業
者
」
と
い

う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
就
労
選
択
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
は
、
十

－
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人
以
上
の
人
員
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
配
置
の
基
準
） 

第
六
十
条
の
四 

就
労
選
択
支
援
事
業
所
に
置
く
べ
き
職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

一 

管
理
者 

一 

 

二 

就
労
選
択
支
援
員
（
就
労
選
択
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

就
労
選
択
支
援
事
業
所
ご
と
に
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
利

用
者
の
数
を
十
五
で
除
し
た
数
以
上 

２ 

前
項
第
二
号
の
利
用
者
の
数
は
、
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
規
に
事
業
を
開
始

す
る
場
合
は
、
推
定
数
に
よ
る
。 

３ 

第
一
項
第
一
号
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の

他
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該
就
労
選
択
支
援
事
業
所
以
外
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
二
号
の
就
労
選
択
支
援
員
は
、
専
ら
当
該
就
労
選
択
支
援
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
実
施
主
体
） 

第
六
十
条
の
五 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
に
係
る
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
て
、
過
去
三
年
以
内
に
当
該
事
業
者
の
事
業
所
の
三
人
以
上

の
利
用
者
が
新
た
に
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
の
こ
れ
ら
と
同
等
の
障
害
者

に
対
す
る
就
労
支
援
の
経
験
及
び
実
績
を
有
す
る
事
業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
評
価
及
び
整
理
の
実
施
） 

第
六
十
条
の
六 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
短
期
間
の
生
産
活
動
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
を
通
じ

て
、
就
労
に
関
す
る
適
性
、
知
識
及
び
能
力
の
評
価
並
び
に
施
行
規
則
第
六
条
の
七
の
三
に
規

定
す
る
事
項
の
整
理
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
機
関
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
同
様
の
評
価
及
び
整

理
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
当
該
同
様
の
評
価
及
び
整
理
を
も
っ

－
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て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
就
労
選
択
支

援
事
業
者
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
会
議
の
開
催
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
作
成
又
は
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
当
た
り
、
当
該
障
害
者
就

業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
、
当
該
会
議
へ
の
参
加
そ
の
他
の
必
要
な
協

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
の
作
成
に
当
た
り
、
利
用
者
及
び
市
町
村
、

指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
の
担
当
者
等
を
招
集

し
て
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
開
催
し
、
当
該
利
用

者
の
就
労
に
関
す
る
意
向
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
担
当
者
等
に
意
見
を
求
め
る

も
の
と
す
る
。 

４ 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
結
果
に
係
る

情
報
を
利
用
者
及
び
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
等
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
等
の
実
施
） 

第
六
十
条
の
七 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て

公
共
職
業
安
定
所
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

就
労
選
択
支
援
事
業
者
は
、
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
へ
の
定
期
的
な

参
加
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
訪
問
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
就
労
支
援
に
係
る
社
会
資
源
、

雇
用
に
関
す
る
事
例
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
利
用
者
に
対
し
て
進
路

選
択
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 

第
六
十
条
の
八 

第
八
条
、
第
九
条
（
第
二
項
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま

で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
の
二

ま
で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
就
労
選
択
支
援
の
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第

四
号
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条

第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
条
の
八
に
お

－
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い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る

療
養
介
護
計
画
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
の

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
規
模
） 

第
六
十
一
条
の
二 

就
労
移
行
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
就
労
移
行
支
援
事
業
者
」
と
い

う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
就
労
移
行
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
は
、
十

人
以
上
の
人
員
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
就
労
移
行
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
就
労
移
行
支
援
事
業
者
」

と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
就
労
移
行
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
を

「
就
労
移
行
支
援
事
業
所
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
就
労
選
択
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
） 

第
六
十
八
条
の
二 

就
労
移
行
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
、
指
定
計
画
相
談
支
援
を
行
う
者

と
連
携
し
、
定
期
的
に
就
労
選
択
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
十
九
条
中
「
第
三
十
八
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
」
に
、
「
同
条
第

九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
「
第
三
十
七
条
た
だ
し
書
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
四
条
中
「
及
び
第
五
十
三
条
」
を
「
、
第
五
十
三
条
及
び
第
六
十
八
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
七
条
中
「
第
五
十
三
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
、
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
（
指
定
通
所
支
援
基
準
条
例
第
六
十
二

条
に
規
定
す
る
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
い
う
。
）
の
事
業
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
作
業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
、
第
三
条
第

一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
並
び
に
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四

号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

                    

－
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第
四
十
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
群

馬
県
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、

利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期
的
に
確
認
す
る

と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
又
は
一
般
相
談
支
援
事
業

若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用
者
の
希
望
に
沿
っ
て
地

域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意
思
決
定

の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般
相
談
支
援
事
業
又
は
特
定
相
談

支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
九
条
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
七
項
（
同

条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号
ハ
並
び
に
同
項
第
三
号
イ
⑴
及
び
同
号
ハ
中
「
又
は
作

業
療
法
士
」
を
「
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

２ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
行
い
」
を
「
行
う
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
及
び
意
思
決

定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
地
域
移
行
等

意
向
確
認
担
当
者
（
以
下
「
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
」
と
い
う
。
）
が
把
握
し
た
利
用

者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
等
を
踏
ま
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
九
条
第
十
一
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
、
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項

と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び
当
該
利
用
者
に
対
し
て
指
定
計
画
相
談
支
援

（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
行
う
者
」
を
加

え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
利
用
者
」
の
下
に
「
及
び

当
該
利
用
者
」
を
、
「
担
当
者
等
」
の
下
に
「
（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
を
含
む
。
）
」
を
、

「
開
催
し
」
の
下
に
「
、
当
該
利
用
者
の
生
活
に
対
す
る
意
向
等
を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場

合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者
の
意
思
及
び
選
好
並
び
に
判

断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
は
、
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
を
原

則
と
し
た
上
で
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切

に
利
用
者
へ
の
意
思
決
定
の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
） 

 

第
二
十
条
の
二 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
及
び
そ
の

家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
並
び
に

市
町
村
の
担
当
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
連
携
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
お
お

－
 1
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む
ね
一
年
に
一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
に
お
い
て
、
事
業
の
運
営
に
係
る
状
況
を
報
告

す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
連
携
推
進
会
議
の
開
催
の
ほ
か
、
お
お
む
ね
一

年
に
一
回
以
上
、
地
域
連
携
推
進
会
議
の
構
成
員
が
障
害
者
支
援
施
設
を
見
学
す
る
機
会
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
第
二
項
の
報
告
、
要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
す
る
と
と

も
に
、
当
該
記
録
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

前
三
項
の
規
定
は
、
障
害
者
支
援
施
設
が
そ
の
提
供
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
係

る
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
及
び
当
該
評
価
の
実
施
状
況
の
公
表
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
と
し

て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
の
選
任
等
） 

 

第
二
十
条
の
三 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
の
把
握
、

利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等

の
把
握
及
び
利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の

利
用
に
関
す
る
意
向
の
定
期
的
な
確
認
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
移
行
等
意
向
確
認 

等
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
行
う
た
め
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る

と
と
も
に
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
は
、
前
項
の
指
針
に
基
づ
き
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
を
実

施
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
際
に
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
に
お
い
て
把
握
又
は
確
認
を
し
た
内

容
を
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
内
容
を
第
十
九
条
第
六
項
に
規
定

す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に
係
る
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
は
、
地
域
移
行
等
意
向
確
認
等
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
七

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援

事
業
を
行
う
者
と
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
験
的
な
利
用
に
係
る
支

援
そ
の
他
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関

（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症

－
 1
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（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指

定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発

生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い

て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条 

削
除 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
域
と
の
連
携
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
設
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
設
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

（
地
域
移
行
等
意
向
確
認
担
当
者
の
選
任
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
条
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
選
任
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
報
告
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

厚
生
労
働
省
令
の
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
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0
0
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第
四
十
一
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
市
町
村
ご
と
に
算
定
す
る
算
定
政
令
第
八
条
第
一
号
の
一
般
納
付
金
基
礎
額

に
当
該
市
町
村
に
係
る
次
項
の
年
齢
調
整
後
医
療
費
指
数
の
多
寡
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
」
を
「
零
」

に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項

と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

各
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
医
療
費
水
準
の
反
映
の

廃
止
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 －

 2
0
1
 －



第
四
十
二
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

第
一
条 

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
条
例
第
三
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
防
止
す
る
」
を
「
防
止
し
、
も
つ
て
人
と
動
物
と
の
調
和
の
と
れ
た
共
生
社
会
の

実
現
に
資
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
五
条 

削
除 

 
 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
七
条 

削
除 

 
 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
及
び
動
物
愛
護
相
談
員
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
そ
の
旨
を
二
日
間
群
馬
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
」

を
「
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
二
日
間
公
示
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
動
物
愛
護
推
進
員
） 

 

第
十
七
条
の
三 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
動
物
愛
護
推
進
員
を
委
嘱

す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
二
千
円
」
を
「
四
千

円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
百
円
」
を
「
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

十 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
取
ら
れ
た
犬
又
は
猫
の
返
還
を
求
め
る
者 

一
頭
又
は
一
匹
に
つ
き
四
千
円
（
引
取
り
の
日
数
が
一
日
を
超
え
る
場
合
は
、
四
千
円
に

そ
の
超
え
る
日
数
一
日
に
つ
き
四
百
円
を
加
算
し
た
額
） 

 
 

十
一 

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
犬
、
猫
等
の
返
還
を
求
め
る
者 

一
頭
又
は
一
匹
に
つ
き
四
千
円
（
収
容
の
日
数
が
一
日
を
超
え
る
場
合
は
、
四
千
円
に
そ

の
超
え
る
日
数
一
日
に
つ
き
四
百
円
を
加
算
し
た
額
） 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

－
 2
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八 

省
令
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
証
の
再
交
付

を
申
請
す
る
者 

一
件
に
つ
き
千
百
円 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と

し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
証

の
再
交
付
を
申
請
す
る
者 
一
件
に
つ
き
千
百
円 

 
 

第
十
九
条
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め

る
。 

第
二
条 

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

飼
い
猫 

飼
い
主
の
あ
る
猫
を
い
う
。 

 
 

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 
 

第
七
条
を
削
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

動
物
の
数
は
、
適
正
に
飼
養
し
、
又
は
保
管
す
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲
を
超
え
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

第
八
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
犬
の
飼
い
主
の
遵
守
事
項
） 

 

第
七
条 

犬
の
飼
い
主
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

飼
い
犬
の
種
類
、
大
き
さ
、
発
育
状
況
、
健
康
状
態
等
に
応
じ
て
適
正
な
運
動
を
さ
せ
る

こ
と
。 

 
 

二 

飼
い
犬
の
習
性
、
生
理
、
生
態
等
を
理
解
し
た
上
で
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
適
応
す
る
よ

う
に
当
該
飼
い
犬
に
適
し
た
し
つ
け
を
行
い
、
飼
い
主
の
制
止
に
従
う
よ
う
に
訓
練
す
る

こ
と
。 

 
 

第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

－
 2

0
3
 －



 
（
猫
の
飼
い
主
の
遵
守
事
項
） 

 

第
十
条 

猫
の
飼
い
主
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
飼
い
猫
の
健
康
及
び
安
全
を
保
持
し
、

当
該
猫
が
み
だ
り
に
繁
殖
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
及
び
周
辺
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、

飼
い
猫
を
屋
内
で
飼
養
し
、
又
は
保
管
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
飼
い
猫
を
屋
外
で
行
動
で
き
る
よ
う
な
方
法
で
飼
養
す
る
場

合
に
は
、
猫
の
飼
い
主
は
、
当
該
猫
が
み
だ
り
に
繁
殖
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
排
せ
つ
の
し
つ
け
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
に
配
慮
し
た
適

正
な
飼
養
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
給
餌
等
を
行
う
者
の
遵
守
事
項
） 

 

第
十
条
の
二 

飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
給
餌
又
は
給
水
を
行
う
者
は
、
当
該
猫
が
み
だ
り
に
繁
殖

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
及
び
周
辺
の
生
活
環
境
を
損
な
う
こ

と
の
な
い
よ
う
適
切
な
管
理
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
周
辺
地
域
の
住
民
そ
の
他
の

者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め

る
。 

 
 

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

犬
又
は
猫
の
飼
い
主
の
遵
守
事
項
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

－
 2

0
4
 －



第
四
十
三
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

  

群
馬
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
七
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
」
の
下
に
「
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
第

二
種
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
に
定
め
が
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

特
定
第
二
種
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
を
、
県
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
対
象
か
ら
除
か

れ
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
か
ら
除
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 2

0
5
 －



第
四
十
四
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
群
馬
県

条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
手
数
料
に
係
る
経
過
措
置
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。 

－
 2

0
6
 －



第
四
十
五
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
条
例
第

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
七
試
験
の
項
中 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

   

別
表
第
七
分
析
の
項
中 

 

    
     

 

   

」 

一
件
に
つ
き 

四
一
〇
円
以
上
五
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

 

一
件
に
つ
き 

四
一
〇
円
以
上
五
二
、
五
〇
〇
円
以
下 

（
測
定
が
一
件
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る

一
件
ご
と
に
二
、
二
〇
〇
円
以
下
の
金
額
を
加
え

た
額
） 

 

」 

」 

を に
改
め
、
同
項 

」 

一
〇
時
間
に
つ
き 

一
、
八
〇
〇
円
以
下 

（
一
〇
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
一

〇
時
間
ま
で
ご
と
に
八
五
〇
円
以
下
の
金
額
を
加

え
た
額
） 

 

一
件
一
成
分
に
つ

き 

二
、
九
八
〇
円
以
上
三
、
三
五
〇
円
以
下

（
一
成
分
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
一
成

分
ご
と
に
八
三
〇
円
以
上
九
三
〇
円
以
下
の
金
額

を
加
え
た
額
） 

 

」 

一
件
一
成
分
に
つ

き 一
件
に
つ
き 

二
、
九
八
〇
円
以
上
三
、
三
五
〇
円
以
下

（
一
成
分
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
一
成

分
ご
と
に
八
三
〇
円
以
上
九
三
〇
円
以
下
の
金
額

を
加
え
た
額
） 

三
、
〇
〇
〇
円
以
上
五
、
五
〇
〇
円
以
下 

 
を 

」 

」 

」 

に
改
め
る
。 

－
 2

0
7
 －



別
表
第
七
加
工
の
項
中 

 

                 

  

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
七
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
試

験
等
の
依
頼
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
試
験
等
の
依
頼
に
係
る
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

」 

を 

二
、
二
五
〇
円
以
上
三
、
四
〇
〇
円
以
下
の
金
額

に
次
に
掲
げ
る
金
額
を
加
え
た
額 

 

一 

糸
の
本
数
が
一
、
〇
〇
〇
本
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
本
数
一
、
〇
〇
〇
本
ま

で
ご
と
に
二
〇
〇
円
以
上
六
二
〇
円
以
下
の

金
額 

二 

糸
の
長
さ
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
額 

イ 

糸
の
長
さ
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七

〇
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
は
、
そ
の
超
え

る
長
さ
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
三
〇
〇

円
以
上
七
二
〇
円
以
下
の
金
額 

ロ 

糸
の
長
さ
が
七
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き
は
、
三
、
六
六
〇
円
以
上
八
、
六
七

〇
円
以
下
の
金
額
に
そ
の
超
え
る
長
さ
七

メ
ー
ト
ル
ま
で
ご
と
に
五
一
〇
円
以
上

一
、
一
〇
〇
円
以
下
の
金
額 

 

 

」 

三
、
三
五
〇
円
以
上
五
、
二
〇
〇
円
以
下
の
金
額

に
次
に
掲
げ
る
金
額
を
加
え
た
額 

 

一 

糸
の
本
数
が
一
、
〇
〇
〇
本
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
本
数
一
、
〇
〇
〇
本
ま

で
ご
と
に
二
〇
〇
円
以
上
七
〇
〇
円
以
下
の

金
額 

二 

糸
の
長
さ
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
長
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま

で
ご
と
に
七
〇
〇
円
以
上
一
、
六
〇
〇
円
以

下
の
金
額 

 」 

に
改
め
る
。 

」 

－
 2

0
8
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

手
数
料
の
設
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 2

0
9
 －



第
四
十
六
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 

  

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
実
技
試
験
の
項
金
額
の
欄
第
二
号
を
削
り
、
同
欄
第
一
号
中
「
二
級
又
は
」
を
削
り
、
「
二

十
五
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別

表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
号
」

を
「
二
十
三
歳
未
満
の
も
の
（
次
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
減
じ
た
額
」
を
「
減
じ
て
得
た
額
」
に

改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
年

度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
の
も
の
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す

る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

職
種

別
定
額
か
ら
四
千
五
百
円
を
減
じ
て
得
た
額 

 

別
表
実
技
試
験
の
項
金
額
の
欄
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
次
号
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

四 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
在
校
生
で
あ
っ
て
、
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す

る
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
の
も
の 

前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
か
ら
四
千
五
百
円
を
減
じ
て
得
た
額 

 

別
表
注
一
中
「
二
級
又
は
」
を
削
り
、
「
受
験
」
を
「
受
検
」
に
改
め
、
同
表
注
二
ロ
中
「
就
職

し
て
い
る
者
」
を
「
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

－
 2

1
0
 －



 
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

若
年
者
が
受
検
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
手
数
料
の
軽
減
措
置
の
対
象
者
の
範

囲
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 －

 2
1
1
 －



三
十
八 

令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
の

修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
認
定
を
申
請
す
る
者 

三
十
七 

令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
の

修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
認
定
を
申
請
す
る
者 

二
万
七
千
円 

二
万
七
千
円 

 

第
四
十
七
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
七
の
表
中
三
十
七
の
項
を
三
十
九
の
項
と
し
、
三
十
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

  

 

 
 

 

 

第
三
十
一
条
の
三
中
「
第
百
八
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
四
項
」
に
、
「
主
要

構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改 

正
） 

第
二
条 

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
（
平

成
二
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例 

 
 

第
一
条
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規 

則
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
同
項
第
三
号
ロ
⑵
及
び
同
条
第
三
項
の
表
中
「
ロ
⑴
に
規
定
す
る
基

準
」
の
下
に
「
、
同
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
、
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑴
に
規
定
す
る
基

－
 2

1
2
 －



準
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
の
表
中
「
ロ
⑴
に
規
定
す
る
基
準
」
の
下
に
「
、
同

号
イ
⑴
及
び
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基
準
、
同
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
、
同
号
イ
⑵
及
び

ロ
⑴
に
規
定
す
る
基
準
、
同
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑴
に
規
定
す
る
基
準
」
を
、
「
ロ
⑵
に
規
定
す
る
基

準
」
の
下
に
「
、
同
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑶
に
規
定
す
る
基
準
又
は
同
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑵
に
規
定
す

る
基
準
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
群
馬
県
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
第
二
条
及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

建
築
基
準
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 2

1
3
 －



第
四
十
八
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
家
賃
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
共
益 

費
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。 

第
三
章
中
第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
共
益
費
） 

第
二
十
七
条
の
二 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
入
居
者
の
共
通
の
利
益

を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
規
則
で
定
め
る
費
用
を
共
益
費
と
し
て
、
入
居
者
か

ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
共
益
費
は
、
毎
年
度
、
当
該
共
益
費
に
係
る
施
設
等
の
使
用
の
状
況
、
徴
収
に
要
す
る

費
用
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

３ 

第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
共
益
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 

知
事
は
、
災
害
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
一
項
の
共
益
費
の
減
免
又
は
徴
収
の
猶
予
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
共
益
費
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

第
五
十
一
条
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号

の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

－
 2

1
4
 －



２ 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
共
益
費
の
徴
収
の
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

県
営
住
宅
の
共
益
費
を
知
事
が
徴
収
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。 

－
 2

1
5
 －



「 

」 

第
四
十
九
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
県
営
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
県
営
住
宅
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 
太 

 
 

 

「
注
」 

向
町
県
営
住
宅
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

別
表
中 

  

に
改
め 

を 
 

萩
町
県
営
住
宅 

向
町
県
営
住
宅 

 

前
橋
市 

 

萩
町
県
営
住
宅 

前
橋
市 

 

－
 2

1
6
 －



第
五
十
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
八
〇
四
人
」
を
「
八
一
九
人
」
に
、
「
八
五
一
人
」
を
「
八

六
六
人
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
三
八
人
」
を
「
六
四
三
人
」
に
、
「
七
六
六
人
」
を
「
七

七
一
人
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
三
百
三
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
二
、
七
九
一
人
」

を
「
二
、
八
一
一
人
」
に
、
「
三
、
二
二
七
人
」
を
「
三
、
二
四
七
人
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

中
学
校 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
学
校
職
員 

教
育
職
員 

 
 

 
 

 

一
四
人 

事
務
職
員 

 
 

 
 

 
 

二
人 

計 
 

 
 

 
 

 
 

一
六
人 

（
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
六
、
四
二
六
人
」
を
「
六
、
三
九
九
人
」
に
、
「
三
四
人
」
を

「
三
三
人
」
に
、
「
三
一
六
人
」
を
「
三
二
一
人
」
に
、
「
六
、
七
七
六
人
」
を
「
六
、
七
五

三
人
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
、
八
八
五
人
」
を
「
三
、
八
二
八
人
」
に
、
「
二
三 

人
」
を
「
一
九
人
」
に
、
「
一
八
三
人
」
を
「
一
九
一
人
」
に
、
「
四
、
〇
九
一
人
」
を
「
四
、

○
三
八
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
一
七
人
」
を
「
一
一
六
人
」
に
、
「
一
二
二
人
」

を
「
一
二
一
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

－
 2

1
7
 －



 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

「
注
」 

職
員
定
数
の
改
正
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

－
 2

1
8
 －



第
五
十
一
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令

和
元
年
群
馬
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
県
立
の
」
の
下
に
「
中
学
校
、
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

県
立
の
中
学
校
の
設
置
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 2

1
9
 －



第
五
十
二
号
議
案 

 
 

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 

   
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
前
の
別
表
に
規
定
す
る
沼
田
高
等
学
校
及
び
沼
田
女
子
高
等
学
校
は
、
改
正
後
の
別
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
生
徒
の
入
学
） 

３ 

改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
沼
田
高
等
学
校
は
、
令
和
七
年
度
か
ら
生
徒
を
入
学
さ
せ
る
も
の

と
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

県
立
学
校
の
統
合
に
よ
る
新
た
な
県
立
学
校
の
設
置
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

「
沼
田
高
等
学
校 

尾
瀬
高
等
学
校 

沼
田
女
子
高
等
学
校 

利
根
実
業
高
等
学
校
」 

「
沼
田
高
等
学
校 

尾
瀬
高
等
学
校 

利
根
実
業
高
等
学
校
」 

を 

別
表
中 

に
改
め
る
。 

－
 2

2
0
 －



第
五
十
三
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

  

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
九
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
六
年
二
月
十
五
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 
 

 

「
注
」 

厚
生
省
令
の
経
過
措
置
の
期
限
到
来
に
伴
い
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

－
 2

2
1
 －



第５４号議案 

 

第９次群馬県保健医療計画の策定について 

 

別記のとおり第９次群馬県保健医療計画を策定したいので、群馬県行政に係る基本計画の

議決等に関する条例（平成２０年群馬県条例第２１号）第３条第１項の規定により議決を求

める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

－ 222 －



別記 

 

第９次群馬県保健医療計画 

 

１ 基本構想 

 (1) 計画策定の趣旨 

    現行の第８次群馬県保健医療計画は計画期間が令和５年度末までであることから、引

  き続き、本県における医療提供体制の確保を図るため、第９次群馬県保健医療計画を策

  定するもの。 

 (2) 計画の位置付け 

    医療法第３０条の４第１項の規定により策定する医療計画及び高齢者の医療の確保に

関する法律第９条第１項の規定により策定する医療費適正化計画であり、新・群馬県総

合計画の医療分野における最上位計画である。 

(3) 計画の構成 

     第１章 基本構想 

   第２章 群馬県の現状 

   第３章 保健医療圏と基準病床数 

     第４章 疾病・事業ごとの医療連携体制の構築 

   第５章 地域医療構想 

     第６章 外来医療計画 

   第７章 保健・医療・福祉の提供体制の充実 

   第８章 医師確保計画 

     第９章 保健医療従事者等の確保 

   第10章 医療費適正化計画 

   第11章 計画の推進・評価 

(4) 目的 

    新・群馬県総合計画における７つの政策の柱の一つである「医療提供体制の強化」が

  掲げる「誰一人取り残さない、必要な医療が持続的に切れ目なく提供される体制構築」

  を目指し、施策の展開を図る。 
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２ 実施期間 

  令和６年度から令和１１年度まで 

３ 主要な目標（計画の理念） 

(1) 安全・良質な医療を提供し、誰もが健康で活躍できる暮らしを支える。 

(2) 人口減少や高齢化を踏まえ、持続可能な医療提供体制を確立する。 

(3) 医療従事者の確保・養成と、働き方改革を推進する。 
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第５５号議案 

 

第２期群馬県循環器病対策推進計画（第２期ぐんま循環器病対策 

シームレス・プロジェクト）の策定について 

 

別記のとおり第２期群馬県循環器病対策推進計画（第２期ぐんま循環器病対策シームレス

・プロジェクト）を策定したいので、群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例（平

成２０年群馬県条例第２１号）第４条第２項の規定に基づき同条例第２条の基本計画とみな

して適用することとされた同条例第３条第１項の規定により議決を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

－ 225 －



別記 

 

第２期群馬県循環器病対策推進計画 

（第２期ぐんま循環器病対策シームレス・プロジェクト） 

 

１ 基本構想 

 (1) 計画策定の趣旨 

    現行の第１期群馬県循環器病対策推進計画（第１期ぐんま循環器病対策シームレス・

プロジェクト）の期間は令和５年度末までであることから、引き続き、本県における循

環器病対策を総合的かつ計画的に推進していくため、第２期群馬県循環器病対策推進計

画（第２期ぐんま循環器病対策シームレス・プロジェクト）を策定するもの。 

 (2) 計画の位置付け 

    健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する

基本法第11条第１項の規定により策定する循環器病対策推進計画である。新・群馬県総

合計画の医療分野における個別基本計画であり、群馬県行政に係る基本計画の議決等に

関する条例第４条第２項の規定により、議会が県行政の推進のため特に重要と認めたも

の。 

(3) 計画の構成 

     第１章 基本的な考え方 

   第２章 群馬県の現状 

   第３章 全体目標と施策方針 

     第４章 個別施策 

第１節 循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備 

第２節 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

第３節 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

第４節 循環器病の研究推進 

   第５章 推進・評価 

(4) 目的 

    新・群馬県総合計画における７つの政策の柱の一つである「医療提供体制の強化」が
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  掲げる「誰一人取り残さない、必要な医療が持続的に切れ目なく提供される体制構築」

  を目指し、施策の展開を図る。 

    循環器病は、群馬県では最も多い死亡原因であり社会に与える影響が大きいことから、

幅広い循環器病対策を総合的かつ計画的に推進する。 

２ 実施期間 

  令和６年度から令和１１年度まで 

３ 主要な目標 

(1) 健康寿命の延伸 

(2) 循環器病の年齢調整死亡率の減少 
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第５６号議案 

 

群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１（第３次））の策定について 

 

 別記のとおり群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１（第３次））を策定したいので、群

馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例（平成２０年群馬県条例第２１号）第３条第

１項の規定により議決を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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別記 

 

群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１（第３次）） 

 

１ 基本構想 

（1） 計画策定の趣旨 

現行の群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１（第２次））は計画期間が令和５年度

末までであることから、引き続き、本県における健康の増進を総合的かつ計画的に推進

するため、群馬県健康増進計画（元気県ぐんま２１（第３次））を策定するもの。 

（2） 計画の位置付け 

健康増進法第８条第１項の規定に基づき定める都道府県健康増進計画であり、新・群

馬県総合計画の健康分野における最上位計画である。 

（3） 計画の構成 

    第１章 計画の概要 

    第２章 現状と課題 

    第３章 基本的な方向 

    第４章 目標（指標）と施策 

（4） 目的 

「全ての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な活力ある健康長寿社会の実

現」を目指し、健康の増進を総合的かつ計画的に推進する。 

 

２ 実施期間 

令和６年度から令和１７年度まで 

 

３ 主要な目標 

（1） 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

（2） 個人の行動と健康状態の改善 

（3） 社会環境の質の向上 

（4） 生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ） 
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第５７号議案 

 

群馬県産業振興基本計画の策定について 

 

別記のとおり群馬県産業振興基本計画を策定したいので、群馬県行政に係る基本計画の議

決等に関する条例（平成２０年群馬県条例第２１号）第３条第１項の規定により議決を求め

る。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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別記 

 

群馬県産業振興基本計画 

 

１ 基本構想 

(1) 計画策定の趣旨 

群馬県における産業振興の方向性を明確にし、更なる経済発展を図るため、「新・群馬

県総合計画（ビジョン・基本計画）」を踏まえ、産業経済分野の基本指針となる新たな振

興計画を策定する。 

(2) 計画の位置づけ 

 産業経済分野の最上位計画 

(3) 計画の構成 

第１章 群馬県産業振興基本計画策定の目的・位置づけ 

第２章 群馬県産業振興基本計画施策体系  

第３章 群馬県経済の概況、2040年の群馬県産業の目指す姿 

第４章 各基本方針と主要施策、群馬モデルプロジェクト 

基本方針(1) 産業構造の転換と人的資本への投資・リスキリング 

基本方針(2) 新産業の創出、未来創造型企業の誘致・集積 

基本方針(3) 地域企業の成長支援と高付加価値化 

基本方針(4) クリエイティブの発信源 

基本方針(5) リトリートの聖地 

第５章 目標、効果検証      

第６章 データ分析、ヒアリング結果、関係条例等 

(4) 基本的な考え方 

 産業構造の変革を好機と捉えて、群馬県産業の強みを生かし、多様な人材を巻き込み、

新しい考え方などを取り入れ、１０年後、２０年後の未来を見据えた群馬ならではの未来

産業の創造を目指す。 
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２ 実施期間 

令和６年度から令和９年度までの４年間 

３ 主要な目標 

    (1) 産業構造の転換と人的資本への投資・リスキリング 

   ア 新たなビジネス、成長産業への領域拡大 

   イ 現役世代へのリスキリングや若者世代への先行投資によるデジタル人材の育成・確保 

   ウ モビリティ産業への転換促進 

  (2) 新産業の創出、未来創造型企業の誘致・集積 

   ア デジタル関連産業・新産業の創出・振興 

   イ スタートアップエコシステムの構築・活性化 

   ウ 未来創造型企業の誘致 

  (3) 地域企業の成長支援と高付加価値化 

   ア 稼ぐ力の向上 

   イ レジリエンス強化、持続的発展支援 

   ウ 企業価値を高める人材の育成、確保 

   エ 働きやすい職場環境づくり、多様な人材の活躍推進 

  (4) クリエイティブの発信源 

   ア クリエイティブ人材の育成と集積 

   イ クリエイティブ企業の誘致と産業創出 

   ウ クリエイティブ環境の魅力発信と活動支援 

  (5) リトリートの聖地 

   ア 持続可能な観光地域づくりのための基盤整備 

   イ 国内外から選ばれるコンテンツの創出 

   ウ データに基づく戦略的プロモーション 
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第５８号議案 

 

第４期群馬県教育振興基本計画（群馬県教育ビジョン）の策定について 

 

 別記のとおり第４期群馬県教育振興基本計画（群馬県教育ビジョン）を策定したいので、

群馬県行政に係る基本計画の議決等に関する条例（平成２０年群馬県条例第２１号）第３条

第１項の規定により議決を求める。 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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別記 

 

第４期群馬県教育振興基本計画（群馬県教育ビジョン） 

 

１ 基本構想 

第４期群馬県教育振興基本計画（群馬県教育ビジョン）は、教育基本法第１７条第２項に

基づいて定める本県における「教育の振興に関する基本的な計画」であり、「新・群馬県総

合計画」の下で、「第２期群馬県教育大綱」と並ぶ群馬県の教育分野における最上位計画と

して策定する。 

変化が激しく、将来の予測が困難な現在の社会においては、一人一人が主体性を持ち、自

ら考え、判断し、責任をもって行動していく必要がある。第４期群馬県教育振興基本計画

（群馬県教育ビジョン）では、子どものみならず全ての県民を「学習者」と位置づけ、人が

誰しも生まれつき持っている、自分と社会をより良くしようと願う意志や原動力（エージェ

ンシー）を発揮して、自らの意思と選択で自ら学びをつくり、実際の行動に移せるようにな

るような教育を目指して、群馬県の教育の振興のための基本的な方向性を定める。 

 

２ 実施期間 

  令和６年度から令和１０年度の５年間 

 

３ 主な目標 

（１）最上位目標 

自分とみんなのウェルビーイングが重なり合い、高め合う共生社会へ向けて 

   －ひとりひとりがエージェンシーを発揮し、 

自ら学びをつくり、行動し続ける「自律した学習者」の育成－ 

（２）群馬県の教育が目指す学習者像 

学習者像① 自らが主語となる学びをつくり、深めていく 

学習者像② 社会課題を自分事化して行動に移す 

学習者像③ 多様性を尊重し、互いに認め合う 

学習者像④ 対話と交流により、信頼関係を築いていく 
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学習者像⑤ 生涯にわたり学び続ける喜びを実感し共有していく 

（３）目標実現のために持ち続ける視点 

視点① 大人も、子どもも、社会的な“一人の主体” 

視点② 学校で、家庭で、地域で…自ら学び育つ、共に学び育つ 

（４）施策体系 

１ 目指す学習者像実現のための重点政策 

政策① 変化の激しい社会に対応できる資質・能力の育成 

政策② 多様性を尊重し、協働する力の育成 

政策③ 自分と社会をより豊かにするための生涯にわたる学びの支援 

政策④ 心と体の健康に対する理解と向上 

政策⑤ 時代の変化に対応した教育イノベーションの推進 

２ 群馬の教育を推進する基盤となる重点政策 

政策① ｢ 人 ｣ を支える取組の充実 

政策② これからの時代の学びを支える施設・設備整備の推進 

政策③ これからの時代の学びを見据えた体制の整備 

政策④ 学びの充実に向けた様々な主体による連携・協働の推進 

政策⑤ 全ての子どもの学びを支援する取組の充実 
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第５９号議案 

 

土地改良法第９０条の規定による 

市村の負担について       

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９０条の規定により、令和６年度国営施設応

急対策事業赤城西麓地区負担金の一部を次のとおり市村に負担させるものとする。 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

 

事 業 名 地 区 名 負 担 金 負 担 市 村 名 負 担 額 

 
国営施設応急対策 

 
赤 城 西 麓 

円 
181,652,779 

 
前 橋 市 

円 
3,783,827 

   沼 田 市 18,846,475 

   渋 川 市 65,395,001 

   昭 和 村 93,627,476 
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第６０号議案 

 

独立行政法人水資源機構法第２６条の規定による 

            市町村の負担について                   

 

独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第２６条の規定により、令和６

年度水資源機構群馬用水施設緊急改築事業負担金の一部を次のとおり市町村に負担させるも

のとする。 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

 

事 業 名 負 担 金 負担市町村名 負 担 額 

 
水資源機構群馬用水施設緊急改築 

円 
169,717,789 

 
前 橋 市 

円 
63,813,889 

  高 崎 市     33,094,969 

  桐 生 市     14,256,294 

  伊 勢 崎 市      1,018,307

７   渋 川 市     35,471,018 

  榛 東 村      9,164,761 

  吉 岡 町     12,898,551 
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第６１号議案 

 

 下水道法第３１条の２の規定による  

市町村の負担について       

 

下水道法（昭和３３年法律第７９号）第３１条の２の規定により、令和６年度から令和８

年度までの流域下水道管理事業費の一部を次のとおり市町村に負担させるものとする。 

事  業  名 負担市町村名 負  担  額 
 

流域下水道管理 
（奥利根処理区） 

沼 田 市 
 
対象水量１立方メートル当たり１０７円 
（対象水量に上記の１立方メートル当たりの金額を乗じて得た額に、

消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。） み な か み 町 
 

流域下水道管理 
（県央処理区） 

前 橋 市 
 
対象水量１立方メートル当たり５３円 
（対象水量に上記の１立方メートル当たりの金額を乗じて得た額に、
消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。） 高 崎 市 

渋 川 市 

藤 岡 市 

富 岡 市 

安 中 市 

榛 東 村 

吉 岡 町 

甘 楽 町 

玉 村 町 
 

流域下水道管理 
（桐生処理区） 

桐 生 市 
 
対象水量１立方メートル当たり９８円 
（対象水量に上記の１立方メートル当たりの金額を乗じて得た額に、

消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。） み ど り 市 
 

流域下水道管理 
（西邑楽処理区） 

太 田 市 
 
対象水量１立方メートル当たり１２４円 
（対象水量に上記の１立方メートル当たりの金額を乗じて得た額に、

消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。） 千 代 田 町 

大 泉 町 

邑 楽 町 
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  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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第６２号議案 

 

下水道法第３１条の２の規定による 

市町村の負担について       

 

下水道法（昭和３３年法律第７９号）第３１条の２の規定により、令和６年度下水道建設

事業費の一部を次のとおり市町村に負担させるものとする。 

事   業   名 事  業  費 負担市町村名 負  担  額 

社 会 資 本 総 合 整 備 
（ 奥 利 根 処 理 区 ） 

円 
456,266,000 

 
沼 田 市 

円 
56,887,000 

 み な か み 町 52,440,000 

社 会 資 本 総 合 整 備 
（ 県 央 処 理 区 ） 

1,953,183,000 前 橋 市 110,171,000 

 高 崎 市 149,196,000 

  渋 川 市 27,194,000 

  藤 岡 市 15,076,000 

  富 岡 市 10,887,000 

  安 中 市 11,155,000 

  榛 東 村 4,274,000 

  吉 岡 町 13,719,000 

  甘 楽 町 8,575,000 

  玉 村 町 19,910,000 

社 会 資 本 総 合 整 備 

（ 桐 生 処 理 区 ） 

333,194,000 桐 生 市 48,989,000 

 み ど り 市 14,998,000 

社 会 資 本 総 合 整 備 

（ 西 邑 楽 処 理 区 ） 

73,347,000 太 田 市 6,179,000 

 千 代 田 町 664,000 

  大 泉 町 7,051,000 

  邑 楽 町 1,431,000 

社 会 資 本 総 合 整 備 

（ 新 田 処 理 区 ） 

32,855,000 太 田 市 7,872,000 
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  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   

事   業   名 事  業  費 負担市町村名 負  担  額 

 

社 会 資 本 総 合 整 備 
（ 佐 波 処 理 区 ） 

円 
524,805,000 

 
伊 勢 崎 市 

円 
125,643,000 

 太 田 市 107,000 

単独流域下水道建設 
（ 奥 利 根 処 理 区 ） 

  3,000,000 沼 田 市 409,000 

 み な か み 町 1,091,000 

単独流域下水道建設 
（ 県 央 処 理 区 ） 

33,610,000 前 橋 市 5,028,000 

 高 崎 市 6,699,000 

  渋 川 市 1,254,000 

  藤 岡 市 669,000 

  富 岡 市 506,000 

  安 中 市 513,000 

  榛 東 村 198,000 

  吉 岡 町 621,000 

  甘 楽 町 396,000 

  玉 村 町 921,000 

単独流域下水道建設 

（ 桐 生 処 理 区 ） 

1,500,000 桐 生 市 574,000 

 み ど り 市 176,000 

単独流域下水道建設 

（ 西 邑 楽 処 理 区 ） 

1,000,000 太 田 市 202,000 

 千 代 田 町 22,000 

 大 泉 町 229,000 

 邑 楽 町 47,000 

単独流域下水道建設 

（ 佐 波 処 理 区 ） 

22,000,000 伊 勢 崎 市 11,000,000 
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第６３号議案 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

 次のとおり包括外部監査契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３６第１項の規定により議決を求める。 

 

１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２  契 約 の 始 期  令和６年４月１日 

３  契 約 の 金 額  １千１百万円を上限とする額 

４  費用の支払方法  契約の定めるところによる 

５ 契約の相手方   

(1) 住  所 群馬県高崎市並榎町１９３番地１１ 

(2) 氏 名 兒島 宏和    

(3) 資 格 公認会計士、税理士 

 

  令和６年２月１５日提出 

 

群馬県知事 山 本 一 太   
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